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１．総合評価落札方式の改善について 

１－１総合評価落札方式の課題と抜本的見直し（平成２５年度以降） 
（１）現状と課題 

 平成１７年度の品確法の施行を受け、国土交通省直轄工事においては総合

評価落札方式の適用拡大を進めており、平成１９年度以降はほぼ全ての工事

で総合評価落札方式を適用している。 
 現在は、総合評価落札方式が直轄工事における標準的な落札者決定方式と

して定着した一方で、技術提案の審査・評価に要する競争参加者・発注者双

方の負担の増加、総合評価落札方式の基本的な理念（品質確保、民間技術力

活用）からの乖離等の諸課題が顕在化する状況となっている。 
 

表 １－１ 総合評価落札方式の現状と課題 
現  状 課   題 

競争参加者の増加 
技術提案・審査に係る競争参加者・発注者の

負担増 
技術提案を求める工事の拡大 

透明性確保のための技術提案の採否の通知 

高度技術提案型の低い適用率 民間の技術力活用の理念からの乖離 

手持ち工事量や地域貢献の評価要望による

評価項目の複雑化 
品質確保の理念からの乖離 
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（２）総合評価落札方式の抜本的見直し 
 総合評価落札方式の定着に伴い顕在化した課題に対し、建設業許可、定期

の競争参加資格審査、工事ごとの競争参加資格要件設定との適切な役割分担

のもと、以下の方針に則り総合評価落札方式の改善を図ることとした。 
 
〔総合評価落札方式の改善の方針〕 
① 施工能力の評価と技術提案の評価に二極化 
② 施工能力の評価は大幅に簡素化 
③ 技術提案の評価は品質の向上が図られることを重視 
④ 評価項目は原則、品質確保・品質向上の観点に特化 

 

 

 
図 １－１ 企業評価の体系 

 
 これらの改善方針を踏まえ、国土交通省直轄工事における総合評価落札方

式のタイプ分類、技術力評価の考え方が見直され、その内容が国土交通省直

轄工事における総合評価落札方式の運用ガイドラインにとりまとめられてい

る。 
（改善のポイントを図１－２に掲載） 
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図 １－２ 総合評価落札方式の改善のポイント
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２．総合評価落札方式の実施手順 
２－１総合評価落札方式のタイプ選定 
２－１－１総合評価落札方式のタイプの概要及び適用の意義 
 

（１）施工能力評価型 
【概要】 
施工能力評価型は、技術的工夫の余地が小さい工事を対象に、発注者が示す仕様に基づき、

適切で確実な施工を行う能力を確認する場合に適用するものである。 
施工能力評価型は、施工計画を審査するとともに、企業の能力等（当該企業の施工実績、

工事成績、表彰等）、技術者の能力等（当該技術者の施工経験、工事成績、表彰等）に基づい

て評価される技術力と価格との総合評価を行うⅠ型と、企業の能力等、技術者の能力等に基

づいて評価される技術力と価格との総合評価を行うⅡ型に分類される。 
 
【適用の意義】 
施工能力評価型は、技術的工夫の余地が小さく技術提案を求めて評価する必要がない工事

において、企業の能力等（当該企業の施工実績、工事成績、表彰等）、技術者の能力等（当該

技術者の施工実績、工事成績、表彰等）及び施工計画を審査・評価することにより、企業が

発注者の示す仕様に基づき、適切で確実な施工を行う能力を有しているかを確認するととも

に、必要に応じて、地域精通度や地域貢献度等を評価し、その地域で工事を円滑に実施する

能力を有しているかを評価することにより、当該工事を確実に施工できる企業を選定するこ

とを目的とするものである。 
規模の小さい工事や施工上の技術的課題が少ない工事においては、技術提案の範囲や効果

が限定されるため、工事品質の向上を図るよりもむしろ粗雑工事等の発生リスクを回避する

ために、発注者が示す仕様に基づく適切かつ確実な施工がより重要となる。長期的に見れば、

適切かつ確実な施工を行うことは、構造物の長寿命化や、長い供用期間にわたる維持管理費

の軽減にもつながるものであり、国民にとっては、供用性・安全性の高い社会資本が確保さ

れ、将来の維持管理費を含めた総合的なコスト縮減等の利益を享受することができる。 
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（２）技術提案評価型 
【概要】 
技術提案評価型は、技術的工夫の余地が大きい工事を対象に、構造上の工夫や特殊な施工

方法等を含む高度な技術提案を求めること、又は発注者が示す標準的な仕様（標準案）に対

し施工上の特定の課題等に関して施工上の工夫等の技術提案を求めることにより、民間企業

の優れた技術力を活用し、公共工事の品質をより高めることを期待する場合に適用するもの

である。 
また、技術提案評価型は、Ａ型とＳ型に大別される。Ａ型は、より優れた技術提案とする

ために、発注者と競争参加者の技術対話を通じて技術提案の改善を行うとともに、技術提案

に基づき予定価格を作成した上で、技術提案と価格との総合評価を行う。Ｓ型は、発注者が

標準案に基づき算定した工事価格を予定価格とし、その範囲内で提案される施工上の工夫等

の技術提案と価格との総合評価を行う。 

更に、Ａ型はＡⅠ型、ＡⅡ型及びＡⅢ型に大別される。ＡⅠ型は、通常の構造・工法では

制約条件を満足できない場合に適用し、ＡⅡ型は、有力な構造・工法が複数あり技術提案で

最適案を選定する必要がある場合に適用する。またＡⅢ型は、発注者の示す標準案に対して

高度な施工技術等により社会的便益の相当程度の向上を期待する場合や部分的な設計変更を

含む工事目的物に対する提案を求める場合に適用することとする。 

 
【適用の意義】 
技術提案評価型は、企業から提案される構造上の工夫、高度な施工技術や施工上の工夫等

を評価することにより、工事の品質向上を期待するものである。 
公共工事の品質に関しては受注者の技術的能力に依存するところが大きいが、我が国の建

設業界の技術力は高い水準にあるため、技術提案評価型Ａ型によりその高い技術力を有効に

活用することで、コストの縮減や工事目的物の性能・機能の向上、工期短縮等の施工の効率

化等、一定のコストに対して得られる品質が向上し、公共事業の効率的な執行につながるも

のと期待できる。 
また、技術提案評価型Ｓ型では発注者が示す標準的な仕様（標準案）に対して施工上の特

定の技術的課題等に関する施工上の工夫等の技術提案を求めることにより、企業の優れた技

術力を活用し、公共工事の品質をより高めることが期待できる。その結果、国民にとっては、

将来の維持管理費を含めた総合的なコストの縮減、工事目的物の性能・機能の向上、環境の

維持や交通の確保といった利益を享受することができる。 
また、積極的に技術提案評価型を活用することにより民間企業の技術開発・技術者育成の

促進にもつながるものと期待される。 
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２－１－２総合評価落札方式のタイプ選定  

・ 災害復旧工事等で、緊急的に発注しなければならない工事や特に小規模な工事を除き、原則

すべての工事において総合評価落札方式を適用することとし、公共工事の特性（工事内容、規

模、要求要件等）に応じて、選定フローを参考にいずれかの総合評価落札方式を選択する。 
  なお、事業の計画、調査、予備設計後の段階で「仕様が不確定または仕様の前提条件が不確

定、目的物の変更が必要」な場合は、国土交通省直轄工事における総合評価落札方式の運用ガ

イドライン（R5.3 版）の P2-6 に記載の 2-1-3 総合評価落札方式のタイプ選定の詳細により、

事業上流段階から技術提案・交渉方式の適用を検討する。 

 
 
■総合評価タイプ選定のイメージ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

注１）工事難易度は工事技術的難易度評価表による（図２－１） 

難易度Ⅰ 難易度Ⅱ 難易度Ⅲ 難易度Ⅳ 難易度Ⅴ 難易度Ⅵ

8.1億円
　

2.9億円

工事規模

総合評価落札方式

施工能力評価型

(Ⅰ型②）

技術提案評価型

（Ｓ型ＷＴＯ）

施工能力評価型

（Ⅰ型）

技術提案評価型

（Ｓ型ＷＴＯ以外）

技術提案評価型

(Ａ型）

施工能力評価型

（Ⅱ型）

技術提案評価型

(Ａ型WTO以外）

施工能力評価型

（Ⅰ型）
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■工事技術的難易度評価表 
 

 
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図２－１ 工事技術的難易度評価表 
 

〔小項目の評価方法〕 

 以下の３ランクの評価を行う。 

 Ａ： 特に困難な、または、特に高度な技術を要する「条件・状況」 

 Ｂ： 困難な、または、高度な技術を要する「条件・状況」 

 Ｃ： 一般的に生ずる、または、通常の技術で対応可能な「条件・状況」 

「北海道開発局請負工事成績評定要領の運用について」における「工事技

術的難易度評価手順」の「技術的難易度対応表」により評価する。 



9 
 

○施工能力評価型の概要

① ②

提案内容
なし

実績で評価
なし 施工計画

評価方法 － － 可・不可

ヒアリング 実施しない
実施しない

（ヒアリングを代替する
書面により加点評価）

必要がある場合に
実施

段階的選抜 実施しない ※　必要に応じて実施

備考

・ヒアリングを代替する書
面は、配置予定技術者の
配点の中で加点
・書面のテーマ設定例
（同種工事の実績・経験
を踏まえた当該工事での
留意事項等）

施工能力評価型　

Ⅱ型
Ⅰ型

 
 
 

 

※ 入札談合事案を踏まえ、当面実施しないものとする。 
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ヒアリング内容 評価基準 ヒアリング係数

同種実績
（共通）

十分な監理能力が確認できる ×１．０

技術者の同種工事実績に左記の係数を掛ける一定の監理能力が期待できる ×０．５

上記以外 ×０．０

施工計画
（施工能力評価型Ⅰ型②）

施工上配慮すべき事項が適切である 可
可か不可で評価

上記以外 不可

技術提案
（技術提案評価型S型）

技術提案の内容を十分に理解しており、技術提案の効果が最大現
発揮されるために配慮すべき事項が適切である

×１．０

提案の評価点に左記の係数を掛ける
技術提案の内容を理解しており、技術提案の効果が発揮されるた
めに配慮すべき事項が適切である

×０．５

上記以外 ×０．０

施工能力評価型 技術提案評価型

Ⅱ型 Ⅰ型 Ｓ型 Ａ型

ヒアリング

実施しない。 配置予定技術者へのヒアリングを実施
することで、配置予定技術者の監理能
力又は施工計画に対する理解度を確認
する必要がある場合に実施。※２

配置予定技術者へのヒアリングを実施
することで、配置予定技術者の監理能力
又は技術提案に対する理解度を確認す
る必要がある場合に実施。※２

技術提案に対する発注者の理解度
向上を目的として必要に応じて実施
するものであり、ヒアリング自体の
審査・評価は行わない。※２

段階的
選抜

実施しない。 配置予定技術者の施工計画に対する
理解度は確認せず、監理能力のみを確
認するためにヒアリングを行うに際し、
競争参加者数を絞り込む必要がある場
合に試行的に実施する。 ※１

技術提案を求める競争参加者数を絞り込む必要がある場合に試行的に実施
する。

○段階的選抜は必要に応じて試行的に実施する。

■ヒアリング及び段階選抜の実施方針

○ヒアリング結果によりヒアリング係数を付与し、同種実績、技術提案の加算点に乗じて評価点を
算出する。

※１ 入札談合事案を踏まえ、当面実施しないものとする。
※２ ヒアリング方法は、対面によるほか、電話やインターネットによるテレビ会議システムを活用する。
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総合評価対象 ４０
総合評価対象 ３（２）

※１ 段階的選抜対象 ４０

施工計画等
ヒアリングは実施しない

企業の能力等
２０

技術者の能力等
２０ 賃上げの実施に関

する評価 ３（２）技術者の能力等
１０

１０点
の加点評価

総合評価対象 ４０（３０）
総合評価対象 ３（２）

※１ 段階的選抜対象 ４０（３０）

施工計画（可・不可のみを評価）
必要に応じヒアリングを実施

企業の能力等
２０（１５）

技術者の能力等
２０（１５）

賃上げの実施に関する評
価 ４（３）

施工能力評価型（Ⅰ型）＜配点割合＞

本省（案）

開発局
①

総合評価対象 ４０
総合評価対象 ３（２）

※１ 段階的選抜対象 ４０

施工計画（可・不可のみを評価）
必要に応じてヒアリングを実施

企業の能力等
２０

技術者の能力等
２０

賃上げの実施に関する評価 ３
（２）

開発局
②

(地域維持
型含む)

ヒアリングを実施せず、技術者の能力等の配点の一部を、
別途書面審査に振り替える。

■施工能力評価型（Ⅰ型）における考え方

 
■【参考】本省版ガイドラインにおける段階的選抜方式の適用の考え方 
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■一括審査方式 
○基本的な考え方 
 総合評価落札方式における企業の技術力審査・評価を効率化させるため、一定の条件を満たす

２件以上の工事において、提出させる技術資料（技術提案及び施工計画を含む。）の内容を同一

のものとする「一括審査方式」を適用することができる。 
 
○対象工事 
 具体的には、以下の条件を満たす工事が対象となる。 
・ 支出負担行為官又は分任支出負担行為官が同一である工事 
・ 工事の目的・内容が同種の工事であり、技術力審査・評価の項目が同じ工事 
・ 工事区分や等級区分等が同じ工事 
・ 入札公告、競争参加資格申請書等の提出、入札、開札及び落札決定のそれぞれについて同一

日に行うこととしている工事 
・ 工事の品質確保又は品質向上を図るために求める施工計画又は技術提案のテーマが同一とな

る工事 
・ 工事難易度が同じ工事 
・ 施工地域が近接する工事 
 
○試行内容 
・ 入札は、全ての工事又は希望の工事のみに札を入れる。 
・ 提出させる技術資料（技術提案及び施工計画を含む）の内容は同一とする。 
・ 入札説明書で示した落札決定順番ごとに落札決定し、工事ごとに評価値のもっとも高い者に

落札決定する。 
・ 受注した企業は、確実な施工を実施する体制の構築が求められるため、配置予定技術者の申

請は 1 名のみとする。 
・ 政府調達協定対象工事の一般土木において、複数名の配置予定技術者の申請を可能とする。 
 
○留意事項 
 一括審査方式の適用に当たっては、次の事項に留意するものとする。 
・ 入札公告及び入札説明書の交付は工事ごとに別々に行うこと。 
・ 落札決定を行う工事の順番を入札公告及び入札説明書において明らかにすること。 
 
○手続きの流れ 
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（注１） 日曜日、土曜日、祝日等を含まない。

（注２） 施工能力評価型Ⅰ型②ヒアリング有りの場合

（注３） 競争参加資格がないと認めた説明要求がなかった場合であり、

当該説明要求が有った場合は、必要日数を確保する。

質問受付

質問提出

質問回答

３日（注１）

５日

工事費内訳書

チェック

予定価格の

作成

入札公告

入札説明書及び公示用設計書等の交付

競争参加資格確認申請書提出

技術資料・施工計画等・入札書・工事費内訳書の提出

技術資料・施工計画等の審査・評価

技術審査会

入札・契約手続運営委員会

競争参加資格の確認通知

競争参加資格がないと認めた理由の説明要求

理由の説明要求への回答

開札

施工体制の確認

落札者の決定

ヒアリング（注２）

公告後

速やかに

１５日

～

２０日
（注１）

２０日

７日

（注３）

合計 ４２日

～

４７日

２－２－１ 施工能力評価型の手続きフロー（同時提出型） 

（１）施工能力評価型 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 ２－２ 施工能力評価型の入札・契約手続フロー（同時提出型） 
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公告後

速やかに

２０日

７日

（注２）

見積期間として、公告後、

最低１０日以上（注１）

適宜設定

通知の翌日から６日後（注１）
に入札書提出期限設定

（注１） 日曜日、土曜日、祝日等を含まない。

（注２） 競争参加資格がないと認めた説明要求がなかった場合であり、

見積依頼

見積書提出

採用歩掛の公表

工事費内訳書

チェック

予定価格の

作成

入札公告

入札説明書及び公示用設計書等の交付

競争参加資格確認申請書提出

技術資料・施工計画等・入札書・工事費内訳書の提出

技術資料・施工計画等の審査・評価

落札者の決定

技術審査会

入札・契約手続運営委員会

競争参加資格の確認通知

競争参加資格がないと認めた理由の説明要求

理由の説明要求への回答

開札

施工体制の確認

５日

３日（注１）

質問受付

質問提出

質問回答

（２）施工能力評価型（「見積活用方式」の場合） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 ２－３ 施工能力評価型の入札・契約手続フロー（見積活用方式） 

（注１）日曜日、土曜日、祝日等を含まない。 

（注２）競争参加資格がないと認めた説明要求がなかった場合であり、当該説明要求が有った場合は、必要日数を確保する。 
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２－２－２ 技術提案評価型Ｓ型の手続きフロー 

（１）技術提案評価型Ｓ型（段階的選抜以外、ＷＴＯ含む） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 は必要に応じて実施 

＜標準的日数＞ 

合計 

44 日   64 日 

～      ～ 

59 日   79 日 

        (WTO) 

公告後 

速やかに 

入札公告 

総合評価 （評価値の算出） 

落札者の決定 

契約の締結 

理由の説明要求に係る回答 

入札説明書の交付 

資料作成説明会 

施工体制の確認 

入札執行の日（開札の日） 

 

注 1) 日曜日、土曜日、祝日等を含まない。 

 

注 2) 技術提案を求める項目が少なく、かつ、その難易度が低いものについては、当該標準的日数を１０日以上として

差し支えないものとする。なお、政府調達に関する協定に基づく調達において当該措置を行おうとする場合は、

事前に本局工事管理課と協議されたい。 

 

注 3) 競争参加資格がないと認めた理由の説明要求がなかった場合であり、当該説明要求等があった場合には、必

要日数を確保して延期するものとする。 

・技術的能力の審査 

・企業、技術者の能力等の評価 

・技術提案の評価 

・ヒアリングの評価 

25 日 

～ 

30 日 

 競争参加資格確認申請書 

及び資料の提出 

（技術提案を含む。） 

10 日 

～ 

20 日 

質問書に対する回答期限 

質問書の提出期限 

5 日 

ヒアリングの実施 

技術提案の改善 

改善された技術提案の提出 

技術提案の改善を求

める、又は改善を提

案する機会を与える

場合 

競争参加資格の確認・通知 

6 日 

(注 1,注 3) 

（WTO の場

競争参加資格がないと 

認めた理由の説明請求 

入札書の提出期限 

5 日(注 1) 

WTO の場合は 7 日（注 1） 

5 日(注 1) 

WTO の場合は１０日 

1 日(注

図 ２－４ 技術提案評価型Ｓ型（段階的選抜以外）の入札・契約手続フロー 

２５日～３５日 

 

２０日～４０日 

（WTO の場合は 

２０日～４０日） 

６６日 

～ 

１１６日 

（ＷＴＯ） 

５２日 

～ 

８２日 

6 日（注１） 
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（２）技術提案評価型Ｓ型（段階的選抜、ＷＴＯ含む） 

 
図 ２－５ 技術提案評価型Ｓ型＜段階的選抜＞の入札・契約手続フロー 

標準的日数 累計日数

　  結果通知から７日（注２）

　  受付期限から１０日

　　採否通知から３日（注２）

　　受付期限から５日

（注１）　「競争参加資格確認結果」の通知後に「一次審査結果」を通知するが、これらは必ず同日というわけではなく、必要に応じて別日とすることも可とする。

（注２）　土曜日、日曜日、祝日等を含まない。

（注３）　技術提案を求める場合は、土曜日、日曜日、祝日等を含まず１５日以上の確保に努める。

１５日～

２０日程度

（注３）

２０日～

３０日程度

３０日～

４０日程度

４０日～
５０日程度

３５日～

５０日程度

６５日～

９０日程度

１０５日～
１４０日程度

１５日～

２０日程度

・競争参加資格確認申請書

・競争参加資格確認資料　　　　　提出期限

・一次審査に関する資料

競争参加資格がないと認めた理由及び一次審査結果の

説明要求　　受付期限

・競争参加資格確認結果の通知

・一次審査結果の通知　（注１）

・技術提案の依頼

工事説明会

・競争参加資格確認申請書

・競争参加資格確認資料　　に関する質問受付期限
・一次審査に関する資料

官報公告

入札説明書及び公示用設計書等の交付

入
札
説
明
書
及
び
公
示
用
設
計
図
書
等
交
付
期
間

開札

・競争参加資格確認申請書

・競争参加資格確認資料　　に関する質問回答期限

・一次審査に関する資料

技術提案に関する質問　　回答期限

技術審査会・入札契約手続運営委員会

技術提案の提出期限

技術提案に関する採否通知

競争参加資格がないと認めた理由及び一次審査結果の

説明要求　　回答期限

技術提案に関する質問　　受付期限

ヒアリングの実施

入札書（・工事内訳書）　　提出期限

技術審査会・入札契約手続運営委員会

技術提案採否に対する説明要求　　受付期限

技術提案採否に対する説明要求　　回答期限

図面及び仕様書等に関する質問　　受付期限

図面及び仕様書等に関する質問　　回答期限
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２－２－３ 技術提案評価型Ａ型の手続きフロー 

 
図 ２－６技術提案評価型Ａ型の入札・契約手続フロー 
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３．評価方法 

３－１－１  施工計画及び技術提案の評価項目について 

 

（１）施工能力評価型Ⅰ型 

タイプ①： 

配置予定技術者の施工監理能力を確認するため、書面により「同種工事の実績・経験を踏ま

えた当該工事での留意事項等」について記述を求め評価を行う。 

【評価方法】 

○基本的な考え方 

① 「同種工事の実績・経験を踏まえた当該工事での留意事項等」について、３項目程度まで

の記述を行い「１０点」の配点を行う。 

② 各項目について記述したものを３～５段階で評価する。 

③ 同じ工種の工事であっても、工事の特性（工事内容、規模等）や現場条件等は、基本的に

それぞれ独自のものであることから、工事間で評価のポイントや評価レベルに多少差がでる

ことが考えられるが、同一工事内においては、評価のポイントや評価レベルを当然統一させ

る必要がある。 

 

 

タイプ②（地域維持型を含む）： 

配置予定技術者の施工監理能力をヒアリングで確認する必要がある場合は、「施工計画」の

提出及び「ヒアリング」を実施し評価を行う。なお、地域維持型で発注する場合も同様とする。 

【評価方法】 

○基本的な考え方 

① 「施工計画」について、「可」か「不可」の２段階評価とし、記載が適切であれば「可」、不適

切であれば「不可」とする。また、記載がない場合も「不可」とする。 

② 配置予定技術者の監理能力をヒアリングより評価し、評価結果に応じて「技術者の能力等」

における「過去の同種工事実績」の評価点に係数を掛けることとする。 

③ ヒアリングの評価方法は、（５）配置予定技術者の監理能力（ヒアリング）による。 

 

（２）施工能力評価型Ⅱ型 

企業が発注者の示す仕様に基づき、適切で確実な施工を行う能力を有しているかを、企業・

技術者の能力等で確認することを基本とする。施工計画は求めない。 

【評価方法】 

○基本的な考え方 

① 実績で評価 

 

（３）技術提案評価型Ｓ型 

技術提案評価型Ｓ型においては、工事の施工条件や環境条件等から工事毎の施工上の技

術的課題を踏まえて設定し、テーマ数は技術提案の配点の範囲内で、１～２テーマの設定を

可能とする。 

【設定テーマ例】 

 ・総合的なコストの縮減に関する技術提案 

 ・工事目的物の性能、機能の向上に関する技術提案 

 ・環境対策等、特に配慮が必要な事項への対応に関する技術提案 
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【評価方法】 

○基本的な考え方 

① それぞれのテーマに対する提案数は５項目までとする。なお、提案の項目は、発注者側で

設定することも可能とする。 

② 技術提案について、３～５段階評価とし、評価項目として設定した項目毎に、評価ポイント

を複数設定して評価する。例えば、３段階の場合は、総合的に十分に評価できる場合は

「優」、ある程度評価できる場合は「良」、そうでない場合は「可」とする。 

③ 記述量は１テーマにつきＡ４・１～２枚程度を原則とし、文字数・ポイント数で制限する。 

④ 同じ工種の工事であっても、工事の特性（工事内容、規模等）や現場条件等は、基本的に 

それぞれ独自のものであることから、工事間で評価のポイントや評価レベルに多少差がで 

ることが考えられるが、同一工事内においては、評価のポイントや評価レベルを当然統一さ

せる必要がある。 

⑤ ヒアリングの評価方法は、（５）配置予定技術者の監理能力（ヒアリング）及び（６）技術提案

評価型Ｓ型における配置予定技術者の技術提案の理解度（ヒアリング）による。 
 
（４）技術提案に係る条件明示（オーバースペック提案の防止） 

発注者の意図を明確にし、競争参加者からの的確な技術提案の提出を促すため、

入札説明書等の契約図書において施工条件や要求要件（最低限の要求要件、評価す

る上限がある場合には上限値）の明示の徹底を図る必要がある。技術提案に係る要

求要件（最低限の要求要件及び上限値）の設定例を表２－１及び表２－２に示

す。また、発注者は、技術提案を求める範囲を踏まえ、技術提案書の分量の目安を

示すことにより、競争参加者に過度の負担をかけないよう努めることとする。 

 
 

表 ２－１   技術提案に係る要求要件の設定例（１）定量評価の場合 
 

評価項目 最低限の要求要件 技術提案の上限値 上限値の設定根拠 

水質汚濁対策 

（ｐＨ値，ＳＳ値） 

工事排水 

ｐＨ値８．５以下 
工事排水 

ｐＨ値７．０ 
中性である ｐＨ値７．０ 
を上限値として設定 

ＳＳ値２５ｍｇ／Ｌ
以下（生活環境の保
全に関する環境基準 
河 川  ＡＡ 類型） 

 

ＳＳ値１５ｍｇ／Ｌ 当該工事期間（１２ 月～ 
３月）と同じ月の過去３ カ
年の平均測定値を上 限とし
て設定 

騒音低減対策 

（ｄＢ（Ａ）） 
発電機室内騒音 

８５ｄＢ（Ａ）以下 
発電機室内騒音 

７５ｄＢ（Ａ）以下 
発電機・原動機共通筐 

体の標準的遮音性能を 上限
値として設定 

 現道作業時間 

 （時間） 

 
作業時間 

８時間以下 

 
作業時間 

４時間 

標準案 １班体制に対し 
３班体制を想定した場 合の
作業時間を上限と して設定 

アスファルト再生材
の使用量 
（ｔ） 

ＡＳ再生材使用量 

３２０ｔ超 
ＡＳ再生材使用量 

８０６ｔ 
舗装再生便覧（日本道 路協
会）に基づき上限 値を設定 

 ※事業部門により別途指示がある場合は上表によらないことができる。 
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表 ２－２   技術提案に係る要求要件の設定例（２）定性評価の場合 
 

評価項目 入札説明書への記載例 
 

盛土の 
品質管理 

●管理基準値の設定の引き上げや、使用材料（購入土）、施工方法（３０
ｔ以上ＢＤ）等、過度にコスト負担を要する提案がなされた場合はより優
位に評価しない。 

 
粉塵対策 

●工法変更（散水による粉塵防止から粉塵防止材等の変更を含む）機械 

設備の設置、専任の作業員（道路監視員など）の配置等、過度にコスト
負担を要する提案がなされた場合はより優位に評価しない。 

 

コンクリートの 
品質管理 

●特記仕様書（案）に示すコンクリートの配合を大幅に変更して品質の安
定化を図る方法等、過度にコスト負担を要する提案がなされた場合はより
優位に評価しない。 

※事業部門により別途指示がある場合は上表によらないことができる。 
 
（５）配置予定技術者の監理能力（ヒアリング） 
施工能力評価型Ⅰ型及び技術提案評価型Ｓ型（ＷＴＯ対象工事を除く。）において、配

置予定技術者の「監理能力」を確認する必要がある場合には、配置予定技術者へのヒア

リングを実施する。 

「監理能力」に関しては、下表の視点から評価するものとし、評価結果に応じて、「技

術者の能力等」における過去の同種工事実績の評価点に係数を掛けることとする。 

表 ２－３  技術者ヒアリングにおける監理能力の評価視点（例） 

視 点 内 容 

役割 
監理技術者（担当技術者）として、当該工事における自身の役割を、実際の工事

で実施した内容を持って具体的に説明できる。 

工程管理 
工程管理にあたってのクリティカルポイントが何で、それを予定通り実施する

ためにとった対策について、工事特性との関係とともに具体的に説明できる。 

品質管理 
品質管理にあたり、最も配慮しなければならなかった事項及びその対策につい

て、工事特性との関係とともに具体的に説明できる。 

安全管理 
安全管理にあたり、最も配慮しなければならなかった事項及びその対策につい

て、工事特性との関係とともに具体的に説明できる。 

関係者との調整 
関係者との調整にあたり配慮すべき事項について、工事特性との関係とともに

具体的に説明できる。 

同種実績と 

当該工事との関係 

同種工事から得られた知見を今回の工事にどのように生かすことができるか、

工事特性との関係とともに具体的に説明できる。 

＜評価の基準例＞ 

・評価視点の全てについて当てはまる場合 ⇒ 「十分な監理能力が確認できる」 ×１．０ 

・少なくとも２つ以上に当てはまる場合  ⇒ 「一定の監理能力が期待できる」 ×０．５ 

・上記以外               ⇒                     ×０．０ 

※必要に応じて、さらに細かく基準を設定できるものとする。 

（６）技術提案評価型Ｓ型における配置予定技術者の技術提案の理解度（ヒアリング） 
技術提案評価型Ｓ型において、配置予定技術者の「技術提案に対する理解度」を確認

する必要がある場合には、配置予定技術者へのヒアリングを実施する。 

「技術提案に対する理解度」に関しては、表２－４の視点から評価するものとし、評

価結果に応じて、技術提案の評価点に係数を掛けることとする。 
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表２－４ 技術者ヒアリングにおける技術提案に対する理解度の評価視点（例） 

視 点 内 容 

技術提案の理解度 技術提案の内容、効果 

施工上配慮すべき事項の

適切性 

技術提案が効果を発揮するために、施工上配慮すべき以下の事項 

・工程管理 

・品質管理 

・安全管理 

・関係者との調整 

＜評価の基準案＞ 

評価基準 係数 

・技術提案の内容を十分に理解しており、技術提案の効果が最大限発揮される

ために配慮すべき事項が適切である。 

・上記について、工事特性との関係を踏まえ、説得力を持って説明できる。 

×１．０ 

・技術提案の内容を理解しており、技術提案の効果が最大限発揮されるために

配慮すべき事項が適切である。 

・上記について、一般的に説明できる。 

×０．５ 

・上記以外 ×０．０ 

※必要に応じて、さらに細かく基準を設定できる。 

 
３－１－２  施工体制確認型における減点方法について 
 

施工体制評価点が減点された場合に減点される加算点は、技術提案に係る加算点

のみとする。 
 

 技術提案評価型の場合 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

施工体制評価点満点（３０点）の場合

施工体制評価点１０点の場合

施工体制評価点０点の場合

技術提案（３０×０／３０＝０点）
施工体制評価点（０点）

技術提案以外
（３０点）

技術提案以外
（３０点）

※減点しない

技術提案以外
（３０点）

※減点しない

標準点（１００点） 施工体制評価点（３０点）技術提案（３０点）

標準点（１００点）

標準点（１００点）
施工体制評価点

（１０点）

技術提案
（３０×１０／３０＝

１０点）

例）施工体制確認型で加算点が技術提案で３０点、技術提案以外（企業・技術者・

地域精通度・地域貢献度）で３０点の場合の技術評価点。 

減点対象としない 
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施工能力評価型（Ⅰ・Ⅱ）の場合

３－１－３ ペナルティについて

工事の施工段階において、提案内容を履行しなかった場合は、以下の考え方により不

履行の度合いに応じて、施工計画により工事成績の減点を行う。ただし、不履行の原因

が自然災害によること等、受注者の責によらない場合はペナルティとはしない。

１．技術提案のペナルティ

（１）技術提案評価型

１）最大減点数

－１０．０点

２）減点方法

・（数値方式例）

工期短縮日数について遵守出来ない場合に次式により求めた点数を減点する。

遅延 1日当たり減点数＝７（点）／提案された短縮日数

・（判定方式例）

提案の達成率により減点する。

提案の５０％未満 １０点

提案の５０％以上７０％未満 ８点

提案の７０％以上９０％未満 ５点

提案の９０％以上１００％未満 ３点

・求める提案等により適切に設定する。

例）施工体制確認型で加算点が企業（地域含む）・技術者（施工監理能力の確認（書

面）含む）で４０点の場合の技術評価点。

減点対象としない
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（２）施工能力評価型Ⅰ型①② 

１）最大減点数 

      －５．０点 

２）減点方法 

①明らかに不履行が認められる場合に減点を行う。 

②入札時の提案数と工事施工後の不履行提案数を比較し、不履行の項目があ

る場合に、減点の対象とする。 

③減点数 

減点数＝－５×不履行提案数／提案数 

④Ⅰ型②における減点対象は「配置予定技術者の過去の同種工事の実績・経験

を踏まえた当該工事での留意事項等」のみとし、工程表の月日に作業進捗上

差違がでても、それをもってペナルティとはしない。 

「工程管理」については、作業の手順や施工量の把握が適切かどうかを評 

価する趣旨である。 
 
２．提案又は評価内容の担保が必要な項目のペナルティ 

 ＮＥＴＩＳ、施工環境監理者・舗装施工管理技術者配置・技能者及び主要機械

の元請比率、その他提案又は評価内容の担保が必要な項目について、明らかに不

履行の場合は、総合評価の各々の項目の配点数を工事成績から減点する。 
（配点分１点の減点） 

   
３－１－４ 評価項目の設定について 

技術者の能力等の審査において、配置予定技術者が審査対象期間中に出産・育児等

の真にやむを得ない事情により休業を取得していた場合には、入札・契約手続の公平

性の確保を踏まえた上で、原則、休業期間に相当する日数を審査対象期間に加えるも

のとする。 
 また、審査対象期間に国等発注による事業促進ＰＰＰ又はＣＭ（施工段階に限る）

に配置予定技術者が従事していた場合、その従事期間を除いて審査対象年度を遡るこ

とができる。遡りは、全従事期間の１年未満を切り捨てた期間とする。 
※審査対象期間については、「同種工事の施工実績」と「技術者成績」の期間を指

す。 
 

 （１）同種工事の施工実績（企業及び配置予定技術者） 

・「より同種性の高い工事」の同種条件として、工事目的物の具体的な構造形式や工事

量、施工条件等を当該工事の特性を踏まえて適切に設定し、競争参加資格としての

同種工事よりも優位に評価することを基本とする。 

・複数の同種条件を設定、評価することも可能とする。 

・施工実績が複数ある場合は、件数に応じて優位に評価することも可能とする。 

 参考として下記に設定例を示す。 

①企業の評価 

該当工事の工事内容（工事規模の大小によって「同種」「より同種」を設定する場合） 

に応じて、過去の「同種工事」の実績 2 件で「より同種」として加点。 

  ②技術者の評価 

   過去に監理（主任）技術者、特例監理技術者(監理技術者（専任特例２号）)又は現場

代理人として従事した「同種工事」の実績若しくは監理技術者補佐又は担当技術者

として従事した「より同種工事」の実績が 2 件確認できれば、「より同種」として加点。 
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・過去１５年度以降から公告開始日時点における元請として完成、引渡しが完了した

要求要件を満たす同種工事（都道府県等の他の発注機関発注の工事を含む。ただし、

営繕工事は公共・民間を問わない。）を対象とする。なお、国土交通省直轄工事にお

いては、工事成績評定点が６５点未満の工事は対象外とする。ただし、本局営繕部

発注工事は別の定めによる。 

・企業の評価においてＪＶで入札に参加する場合は、代表者の過去の実績を評価する。 

・過去の実績にはＪＶの構成員としての実績を含む。 

・工事の規模で同種工事を規定するものについては、より同種と同種の間に中間点を

設定することも可能とする。 

・配置予定技術者の施工実績において工事に従事した立場を考慮する場合には、「監理

（主任）技術者」及び「現場代理人」を評価するものとし、必要に応じて「担当技術者」も同

等に評価することも可能とする。 

・「同種工事、より同種性の高い工事の設定例」（平成２５年３月 国土技術政策総合

研究所総合技術政策研究センター建設マネジメント技術研究室）を参考。 

・海外インフラプロジェクト技術者認定・表彰制度により認定された海外実績を、国

内の工事の実績と同様に評価する。（農業・漁港部門は対象外） 

 

・港湾部門における参加資格について 

作業船を使用する工事のうち、技術提案評価型Ａ型、技術提案評価型Ｓ型（ＷＴ

Ｏ）を除く全ての工事を対象として、企業及び配置予定技術者の同種実績資格に元請

けの施工実績が無い場合に、以下の条件全てを満足する下請けとしての施工実績を参

加資格として認める。ただし、「同種工事の施工実績」の加点評価は行わない。 

１）企業の同種実績として、過去１５年度における北海道開発局の発注工事(工事

成績評定点が６５点未満の工事は対象外)の一次下請けの企業として施工した実

績があること。 

２）配置予定技術者の同種実績として、過去１５年度における北海道開発局の発注

工事(工事成績評定点が６５点未満の工事は対象外)の一次下請けの主任技術者と

して配置された実績があること。 

３）一次下請け実績の工事において使用した主作業船と発注工事の主作業船が同じ

であること。 

４）一次下請け実績の工事において自社保有又は共同保有の主作業船を使用したこ

と。 

５）主作業船は、Ｐ３５ 表２－５を対象とする。 
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（２）企業の施工実績について 

（ア）工事成績 

① 過去２年度における工事成績（開発局発注工事）の平均点を評価する。 

（過去２年度の工事成績の合計点）÷（過去２年度の工事件数） 

       ※小数第２位以下切捨て小数第１位まで 
なお、舗装工事については、工事区分「舗装」の工事成績を評価する。 

② 過去２年度の実績がない者については、更に２年度遡った工事成績平均点

の採用を認める。また、過去４年度の実績がない者については、更に２年

度（６年度）の遡りを認めることも可とし、過去６年度の実績がない者は

更に２年度（８年度）、過去８年度の実績がない者は更に２年度（１０年

度）の遡りを認めることも可とする。 

なお、実績無しは６５点とする。 

③ 過去２年度（又は４年、６年、８年、１０年度）の切り替え基準日は毎年

８月１日を原則とし、８月１日以降入札手続きを開始するものから更新す

るものとする。 

・Ｒ７年８月１日からＲ８年７月３１日までに入札手続きを開始する案 

 件 

→Ｒ５年度～Ｒ６年度に完了した工事の成績データを使用 

④ ＪＶの場合は上記①～③より構成員毎における工事成績の平均点を単純平

均し評価する（小数第２位以下切捨て小数第１位まで） 
なお、実績無しの企業は６５点の平均点とする。 

 ※上記①～④について、事業部門により別途指示がある場合は上記によらないことができ 

る。 

 

（イ）表彰関係 

１）優良工事表彰 

① 優良工事表彰は過去２年度（開発局発注工事の優良工事等表彰受賞歴にお

ける同一事業部門。ただし営繕・電気・機械については工事区分）とす

る。 

なお、舗装工事については、同一事業部門の舗装工事（工事区分｢舗装｣）

による表彰のみを評価の対象とする。 

切り替え基準日は（ア）工事成績と同様とする。 

② 開発建設部長表彰は、表彰を受けた開発建設部及び本局営繕部で発注する

工事のみで加点評価対象とする。 

③ 営繕部門における営繕部長表彰は、本局営繕部を含め全開発建設部の発注

工事で評価の対象とする。 

④ 技術提案評価型Ｓ型（非ＷＴＯ）のうち、段階的選抜方式対象工事において

は、過去３年度（当該年度含む）における国土技術開発賞の受賞（最優秀賞、

優秀賞、特別賞のみ）実績を評価の対象とし、切り替え基準日は（ア）工事

成績と同様とする。なお、国土技術開発賞の受賞は令和 6 年度で終了してい

る。 

※国土技術開発賞の詳細や過去の受賞技術については一般財団法人 国土技術

研究センター（ＪＩＣＥ）のＨＰを参照すること。 

https://www.jice.or.jp/review/awards 
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２）北海道開発局ｉ－Ｃｏｎ奨励賞（以下、ｉ－Ｃｏｎ奨励賞という） 

 ｉ－Ｃｏｎ奨励賞は過去１年度（開発局発注工事のｉ－Ｃｏｎ奨励賞受賞

歴における同一事業部門。ただし営繕・電気・機械については工事区分）と

する。 

なお、舗装工事については、同一事業部門の舗装工事（工事区分｢舗装｣）に

よる表彰のみを評価の対象とする。 

切り替え基準日は（ア）工事成績と同様とする。 

３）国土交通省インフラ DX 大賞 

①インフラ DX 大賞の受賞（国土交通大臣賞、優秀賞）実績を対象とし、対象と

なる事業部門は、河川、道路、港湾空港（漁港除く）及び営繕部門である。 

②インフラ DX 大賞は、開発局発注工事のインフラ DX 大賞受賞歴における同一

事業部門とする。ただし営繕・電気・機械については工事区分とする。 

なお、舗装工事については、同一事業部門の舗装工事（工事区分｢舗装｣）に

よる受賞のみを評価の対象とする。 

③ 加点評価期間は、受賞決定日※の翌月１日から２年間とし、受賞決定日の翌

月１日以降に入札契約手続きを開始するものから適用する。 

・令和５年度インフラ DX 大賞受賞者（受賞決定日 令和６年１月３１日） 

         →令和６年２月１日から令和８年１月３１日までに入札契約手続きを開始

する案件について、加点評価する。 

・令和６年度インフラ DX 大賞受賞者（受賞決定日 令和６年１２月２０日） 

         →令和７年１月１日から令和８年１２月３１日までに入札契約手続きを開

始する案件について、加点評価する。 

 

※受賞決定日とは、インフラ DX 大賞受賞者について、国土交通省にて報道発表

された日のこと。 

４）工事成績優秀企業認定（ゴールドカード制度） 

① 工事成績優秀企業認定の適用は当該年度のみとし、切り替え基準日は（ア）

工事成績と同様とする 

② 工事成績優秀企業認定は、「一般土木」「舗装」「鋼橋上部」「ＰＳコンクリー

ト」「しゅんせつ」「グラウト」「維持」で発注した場合のみ評価項目とする。 

   ５）その他 

① 優良工事表彰、ｉ－ｃｏｎ奨励賞及びインフラ DX 大賞の同一事業部門にお

ける重複加点は不可とする。 

② 工事成績優秀企業認定は、優良工事表彰、ｉ－ｃｏｎ奨励賞及びインフラ DX

大賞との重複加点を可能とする。 

③ ＪＶの場合は、優良工事表彰及びｉ－ｃｏｎ奨励賞並びにインフラ DX 大賞

のそれぞれの評価点について、構成員毎に算出し、平均した評価点（小数第

２位以下切捨て小数第１位まで）にて比較し、大きい評価点の方を採用する。 

これに、工事成績優秀企業認定の評価点を構成員毎に算出し平均した評価 

点（小数第２位以下切捨て小数第１位まで）を加えた評価点をＪＶの評価 

点とする。 

計算例は配点表特記事項による。 

 

 

 



 

 
 

27 

義務化対象工事等の区分

対象となる工事 対象外となる工事 適用が困難と判断される工事

河川 営繕 ・災害時等の緊急随契で実施される工事

道路 港湾・空港 ・義務化により不調不落の発生が懸念される

機械 農業・水産  工事

電気通信

公園

（ウ）ＮＥＴＩＳ（新技術活用の原則義務化対象外の工事に適用） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 関連分野での技術開発実績（ＮＥＴＩＳへの登録）があれば評価する。 

② 有用な新技術を当該工事に適用する場合は評価する。 

（有用な新技術とは、「公共工事等における新技術活用スキーム」において、 

推奨技術,準推奨技術,評価促進技術,活用促進技術,に指定された（適用期間

が終了している場合は対象外）技術で「新技術情報提供システム（ＮＥＴＩ

Ｓ）」に掲載されている） 

③ 上記①と②で重複加点はしないが、①と②が同技術である場合は重複加点

するものとする。 

④ ①の場合、ＮＥＴＩＳの登録者であることが確認できる資料を提出させる。 

⑤ ②の場合、有用な新技術の活用する内容について記載した資料を提出させ

る。 

⑥ 入札手続き開始日時点において掲載期間終了技術については、評価の対象

としない。 

 

(3) 配置予定技術者の能力 

 （ア）技術者成績 

①監理技術者（監理技術者配置の必要のない工事は主任技術者、ＪＶの場合は構

成員の監理技術者又は主任技術者）又は現場代理人として従事した過去１０年

度の北海道開発局発注工事 1件の提出を求め評価する。（提出を求める工事は、

同じ工事区分の任意の工事とする。） 

※ただし、当該工事が道路部門であり、かつ工事区分が｢一般土木｣の場合は、

年間維持除雪工事（工事区分｢維持｣）の工事成績も評価対象とする。また、当

該工事が道路部門であり、かつ工事区分が｢舗装｣の場合は、年間舗装維持工事

（工事区分｢維持｣）の工事成績も評価対象とする。 

なお、提出を求める工事の工事区分については入札説明書に明示する。 

②過去１０年度の成績実績がない者については、加点しない。 

③過去１０年の切り替え基準日についても企業の工事成績と同様に、毎年８月１

日を原則とし、８月１日以降入札手続きを開始するものから更新するものとす

る。 

・Ｒ７年８月１日からＲ８年７月３１日までに入札手続きを開始する案件 

→Ｈ２７年度～Ｒ６年度に完了した工事を対象 
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（イ）監理（主任）技術者の保有する資格 

① ２級土木施工管理技士等、２級の技術者資格を入札参加資格とする工事に

ついては１級土木施工管理技士等、上位資格を加点の対象としてもよい。 

② 施工能力評価型Ⅰ型①、Ⅰ型②、Ⅱ型及び技術提案評価型Ｓ型（ＷＴＯ以外）

については、１級土木等の経験年数５年以上を加点対象としても良い。 

③ 工事内容に応じて資格を追加することを可能とする。 

 

（ウ）優良工事表彰 

① 表彰歴は過去４年度（開発局発注工事の優良工事等表彰受賞歴における同一

事業部門。ただし営繕・電気・機械については工事区分）とし、単体の監理

（主任）技術者、ＪＶの監理（主任）技術者での表彰にかかわらず対象とす

る。 
なお、舗装工事については、同一事業部門の舗装工事（工事区分｢舗装｣）に

よる表彰のみを評価の対象とする。 

切り替え基準日は（ア）技術者成績と同様とする。 

      開発建設部長表彰については、表彰を受けた開発建設部及び本局営繕部の

発注工事でのみ評価の対象とする。 
営繕部門における営繕部長表彰は、本局営繕部を含め全開発建設部の発注

工事で評価の対象とする。 
② 過去４年度の表彰実績がない者については、加点しない。 

   ③ 入札公告時点で参加企業に過去３年以上在籍していない者については、加 

点しない。なお、在籍期間は連続していなければならない。 

また、資本経営が同じ親会社・子会社間の移籍においても加点しない。 

④ 技術提案評価型Ｓ型（非ＷＴＯ）のうち、段階的選抜方式対象工事において

は、過去４年度に高度なマネジメント経験（事業促進ＰＰＰ、ＰＭ／ＣＭ、

技術協力業務（ＥＣＩ））の実績を評価とし、切り替え基準日は（ア）技術

者成績と同様とする。 

⑤ 海外インフラプロジェクト技術者認定・表彰制度により表彰された海外実

績は、北海道開発局の優良工事表彰と同様に評価すること。「海外インフラ

プロジェクト優秀技術者 国土交通大臣賞」については局長表彰相当、「海外

インフラプロジェクト優秀技術者 国土交通大臣奨励賞」については部長表

彰相当とする。 

  なお、表彰歴は過去４年度（海外インフラプロジェクト技術者認定・表彰制

度により表彰された受賞歴における同一事業部門）とする。 
  ただし、当該工事が複数の部門に関連・共通する場合には、複数部門を評価

対象として設定することも可とする。 
  また、過去４年度の切り替え基準日は（ア）技術者成績と同様とする。 
  農業・漁港部門は対象外 
⑥ 優良工事表彰及び高度なマネジメント経験の実施における重複加点は不可

とする。 
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（エ）ＣＰＤ 

① 配置予定技術者から提出されるＣＰＤ単位の取得証明書を基に評価。 

② 下記の団体が発行している推奨単位取得証明書を評価の対象とする。 

③ ＣＰＤの対象評価期間については、前年度４月１日から申請書及び資料の

提出期限日までの任意の１年間を基本とする。ただし、推奨取得単位期間

が複数年の場合は、上記対象期間を適宜設定すること。 
 

加点対象ＣＰＤ実施協会 加点対象工事区分等 推奨基準 

（一社）全国土木施工管理技

士会連合会 

一般土木、舗装、維持、

鋼橋上部、ＰＳコンク

リート、しゅんせつ、

機械装置、塗装、電気、

その他 

２０ユニット／１年間、４０ユ

ニット／２年間、６０ユニット

／３年間、８０ユニット／４年

間、１００ユニット／５年間 

（公社）土木学会 

一般土木、舗装、維持、

鋼橋上部、PS コンクリ

ート、しゅんせつ、機

械装置、塗装、電気、

その他 

５年間で２５０単位(年間５０

単位以上) 

（公社）日本技術士会 
全般 

 

５０ＣＰＤ時間／１年間、１５

０ＣＰＤ時間／３年間 

（公財）建築技術教育普及セ

ンターを事務局とする建築Ｃ

ＰＤ運営会議加入団体 ※１ 

営繕工事における建

築、電気、管 
１２認定時間／１年間 

（公社）日本造園学会 造園 ５０単位／１年間 

（公社）農業農村工学会 農業工事 １５単位／１年間 

※取得証明の発行及び推奨基準においては、更新されることがあるため、留意する

こと。 
※１ 建築ＣＰＤ運営会議加入団体：（公社）日本建築士会連合会（各建築士会）、

（公社）日本建築家協会、建築設備士関係団体ＣＰＤ協議会、（一財）建設業振興基

金、（一社）日本建築構造技術者協会、（一社）日本建築学会、（一社）日本建設業連

合会、（一社）日本建築士事務所協会連合会、（公財）建築技術教育普及センター 
 
【参考】その他のＣＰＤ実施団体 

○ （一社）建設コンサルタンツ協会 

○ （公社）地盤工学会 

○ （公社）日本コンクリート工学会 

○ （公社）日本都市計画学会 

○ （公社）空気調和・衛生工学会 

○ （一社）全国測量設計業協会連合会 

○ 土地・地質技術者生涯学習協議会（事務局：（一社）全国地質調査業協会連合会） 

○ （一社）日本環境アセスメント協会 

 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けた直轄工事の入札等手続きの対応に

ついては、次ページ記載の図より評価する。 
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■令和7年度の運用で評価する単位
※令和７年４月１日以降に入札公告を行う令和７年度発注工事に適用

加点対象ＣＰＤ実施協会
前年度４月１
日から任意の
１年間

左記、
前年度４月１
日から任意の
２年間

左記、
前年度４月１
日から任意の
３年間

左記、
前年度４月１
日から任意の
４年間

左記、
前年度４月１
日から任意の
５年間

（一社）
全国土木施工管理技士会連合会 20 40 50 60 70 ユニット

50以上 50以上 25以上 25以上 25以上

（公社）
日本技士会 50 125 CPD時間

（公社）
建築技術教育普及センターを事務局とす
る建築CPD運営会議加入団体

12 認定時間

（公社）
日本造園学会

50 単位

（公社）
農業農村工学会 15 単位

（５割に緩和） （５割に緩和） （５割に緩和）

※　R7年度工事の場合　： R6.4.1～ R5.4.1～ R4.4.1～ R3.4.1～ R2.4.1～

（公社）
土木学会

5年間で175
単位

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■令和9年度の運用で評価する単位
※令和9年４月１日以降に入札公告を行う令和9年度発注工事に適用

加点対象ＣＰＤ実施協会
前年度４月１
日から任意の
１年間

左記、
前年度４月１
日から任意の
２年間

左記、
前年度４月１
日から任意の
３年間

左記、
前年度４月１
日から任意の
４年間

左記、
前年度４月１
日から任意の
５年間

（一社）
全国土木施工管理技士会連合会

20 40 60 80 90 ユニット

50以上 50以上 50以上 50以上 25以上

（公社）
日本技士会

50 150 CPD時間

（公社）
建築技術教育普及センターを事務局とす
る建築CPD運営会議加入団体

12 認定時間

（公社）
日本造園学会

50 単位

（公社）
農業農村工学会

15 単位

（５割に緩和）

※　R9年度工事の場合　： R8.4.1～ R7.4.1～ R6.4.1～ R5.4.1～ R4.4.1～

（公社）
土木学会

5年間で225
単位
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（オ）ＪＶにおける配置予定技術者及び複数の配置予定技術者が申請された場合の 
配置予定技術者の評価点の取扱いについて 
① 資格・実績要件を満たす配置予定技術者のうち、技術者の評価項目の評価 

値合計が最低の配置予定技術者を評価する。 
② ヒアリングを実施する場合、対象者は資格・実績要件を満たす配置予定技 

術者のうち、技術者の評価項目の評価値合計が最低の配置予定技術者とす 
る。ヒアリング終了後、ヒアリングによる評価係数を資格・実績要件を満た 
す配置予定技術者の技術提案・実績に掛け、その結果、最低の配置予定技術 
者を評価する。 

 
（４） 地域精通度・地域貢献度等について 

（ア）本支店営業所の所在地 

① 建設業法に基づく営業所であること 

② 評価基準（例） 
◎開発建設部内本店 

◎開発建設部内本支店営業所 

◎道内本店  

③ 工事区分「鋼橋上部」の地域精通度の加点項目については下記を標準とする。 

１）北海道内に建設業法に基づく本店が所在すること 

２）北海道内に工場が所在すること 

３）北海道内に建設業法に基づく支店、営業所が所在すること 

 ※２）における「工場」とは、過去１５年度以降に北海道開発局発注の鋼橋

上部工事を元請けとして受注（共同企業体においては、出資比率２０％以

上のものに限る）し、製作した実績を有する工場とする。なお、工事成績

評定点が６５点未満のものを除く。 
 

（イ）近隣施工実績 

① 評価対象は当該工事区分の等級の下限の金額以上とする。（一般土木Ｂの場

合は１．１億円、Ｃの場合は５千万円など、各施工実績工事における当時

の下限金額を採用すること。） 

         ※くい上がり及び等級の無い工事区分については、適宜設定すること。 
② 評価基準 

◎事務所管内にあり 

◎開発建設部管内にあり 

◎実績数に応じて加点することも可 
 

（ウ）維持工事の施工実績に対する加点（道路部門のみ） 

① 工事区分が｢一般土木｣について 

当該工事区間または箇所が年間維持除雪工事の区間内にある場合、その年間

維持除雪工事（工事区分｢維持｣）の施工実績がある場合に加点 
② 工事区分が｢舗装｣について 

当該工事区間または箇所が年間舗装維持工事の区間内にある場合、その年間

舗装維持工事（工事区分｢維持｣）の施工実績がある場合に加点 
③  上記①②について開発局発注の年間維持除雪工事又は年間舗装維持工事

の施工実績が、連続５年以上ある場合を対象とする。 
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（エ）災害活動の実態 

① 災害活動の実態等の評価対象項目については、国、地方自治体又は公共施

設の管理団体の要請による災害緊急活動又は、防災活動や支援体制を対象

とする。 

② 災害緊急活動とは、国、地方自治体又は公共施設の管理団体が所有又は管

理している施設又は場所に関する活動（出動待機、巡回、災害対策用機械

の運搬など直接的に現地の災害活動を行わないものは対象外）とする。な

お、公共施設の管理団体とは、地方公共団体の指定管理者制度に基づく者、

港湾管理者、漁業協同組合、ＮＥＸＣＯ等とする。また、国、地方自治体

又は公共施設の管理者から要請のない活動については、表彰・感謝状・礼

状により確認できるものに限る。 

③ 防災活動とは、国、地方自治体等を含めた防災訓練の実施や協力、催事等で

の防災に関する広報活動とする。 

④ 支援体制とは、本店、支店及び営業所の社屋を除き、災害活動時の資機材の

保管が可能な倉庫や土地の保有又は、災害対応時に利用可能な資機材（災害

協定の資機材保有一覧における資機材等）を常時保有（災害活動時にリース

するものは対象外）していることとする。なお、防災活動と支援体制の評価

は、各地域の実態に合わせて対象及び活動内容を具体に定めることを可能と

する。 

⑤ 評価対象の範囲は、各開発建設部の管内での活動等とする。 

⑥ 評価対象の期間は、過去３年度以降から公告開始日時点とする。 

⑦ 維持除雪工事等の本来の工事区間内で、受注者として実施する災害対応につ

いては、災害緊急活動実績の対象としない。 
 
（オ）災害協定 

災害協定の締結の評価対象項目については、国又は地方自治体との災害協定の 

締結を対象とする。協定の範囲は、各開発建設部の管内とし、出動可能な体制 

であること。 

 

（カ）上記（エ）災害活動の実態等と（オ）災害協定については、災害緊急活動の要

請元や災害協定の締結先等により段階評価してもよい。 

 

（キ）ワーク・ライフ・バランス評価について 

①総合評価落札方式による全ての調達を対象とし、企業の能力等の評価項目とす

る。 
 

② ワーク・ライフ・バランス等を推進する企業として法令に基づく認定を受けた 

企業について加点する。 
 

※ 各種認定についての詳細は下記 URL を参照 

    ・女性活躍推進法に基づく認定 

     https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000091025.html 

    ・次世代法に基づく認定 
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/kurumin/index.html 

    ・若者雇用促進法に基づく認定 

     https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000100266.html 
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評価基準及び配点例 

 

① 政府調達協定対象工事 

評価項目 評価基準 配点 

ワーク・ 

ライフ・ 

バランス 

次に掲げるいずれかの認定を受けている 

１．女性活躍推進法に基づく認定 

（プラチナえるぼし・えるぼし認定企業）※１ 

２．次世代法に基づく認定 

・プラチナくるみん・くるみん 

（令和７年４月１日以後の基準） 

・くるみん 

（令和４年４月１日～令和７年３月 31 日までの基準） 

・トライくるみん（令和７年４月１日以後の基準） 

・くるみん 

（平成 29 年４月１日～令和４年３月 31 日までの基準） 

・トライくるみん 

（令和４年４月１日～令和７年３月 31 日までの基準） 

・くるみん（平成 29 年３月 31 日までの基準）認定企業）※２ 

３．若者雇用促進法に基づく認定（ユースエール認定企業）※３ 

1.0 点 

 

② ①以外の工事 

評価項目 評価基準 配点 

企
業
能
力
等 

企
業
（
地
域
） 

次に掲げるいずれかの認定を受けている 

１．女性活躍推進法に基づく認定 

（プラチナえるぼし・えるぼし認定企業）※１ 

２．次世代法に基づく認定 

・プラチナくるみん・くるみん 

（令和７年４月１日以後の基準） 

・くるみん 

（令和４年４月１日～令和７年３月 31 日までの基準） 

・トライくるみん 

（令和７年４月１日以後の基準） 

・くるみん 

（平成 29 年４月１日～令和４年３月 31 日までの基準） 

・トライくるみん 

（令和４年４月１日～令和７年３月 31 日までの基準） 

・くるみん（平成 29 年３月 31 日までの基準）認定企業）※２ 

３．若者雇用促進法に基づく認定（ユースエール認定企業）※３ 

0.5 点 

 
※１ 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（平成 27 年法律第 64 号）第９条若しくは第

12 条の規定に基づく基準に適合するものと認定された企業（労働時間等の働き方に係る基準を

満たすものに限る。※１－１）をいう。 
※１－１ 雇用管理区分ごとの労働者の法定時間外労働及び法廷休日労働時間の合計時間数の平均

が直近の事業年度の各月ごとに全て 45 時間未満であること。 
※２ 次世代育成支援対策推進法（平成 15 年法律第 120 号）第 13 条又は第 15 条の２の規定に基づ

く基準に適合するものと認定された企業をいう。 
※３ 青少年の雇用の促進等に関する法律（昭和 45 年法律第 98 号）第 15 条の規定に基づく基準に適

合するものと認定された企業をいう。 
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（ク）ＪＶでの評価方法 

構成員毎に評価点を算出し、その平均点をＪＶの評価点とする（小数第２位 

以下切捨て小数第１位まで） 

 

(5) 賃上げを実施する企業に対する加点措置 

（ア）適用対象 

令和４年４月１日以降に契約を締結する、総合評価落札方式によるすべての調達。 

 

（イ）加点評価 

事業年度または暦年単位で従業員に対する目標値（大企業：３％、中小企業等：

１．５％）以上の賃上げを表明した入札参加者を総合評価において加点する。加点

を希望する入札参加者は、賃上げを従業員に対して表明した「従業員への賃上げ計

画の表明書」を提出。加点割合は加算点＋賃上げ加点の５％以上の整数分とする。 

  共同企業体が加点を受けるには各構成員による表明が必要である。 

 

（ウ）実績確認等 

加点を受けた企業に対し、事業年度または暦年の終了後、法人事業概況説明書等

で達成状況を確認し、未達成の場合は財務省から通知された日から 1 年間、その後

の国の調達において、入札時に加点する割合よりも大きく減点する。 

なお、未達成の参加者が翌年度改めて表明書を提出した場合、前年度の減点分と

新年度の加点分の両方が評価される。 

 

 ※参考リンク 北海道開発局ホームページ 

  https://www.hkd.mlit.go.jp/ky/jg/koujikanri/slo5pa000000hdig.html 
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３－１－５ 舗装標準項目（舗装工事のみ） 

評価項目 ※４ 評価基準 配点 

企 

 

      

業 

舗装施工管理技術者 

（日本道路建設業協

会認定資格） 

1 級資格保有者数(人)×１＋２級

資格保有者数(人)×０．５の値を

評価 

（小数第２位以下切り捨て）※１ 

１．０以上 １．０ 

１．０未満 ０．０ 

技能者の元請比率 元請比率=(元請の配置予定技能者

数＋子会社の配置予定技能者数)

／全配置予定技能者数 

（小数第２位以下切り捨て）※２ 

０．７以上 １．０ 

０．７未満 ０．０ 

主要機械の元請比率 元請比率=（元請が保有している配

置予定主要機械数＋子会社が保有

している配置予定主要機械数＋元

請が長期リースしている配置予定

主要機械数）／全配置予定主要機

械数 

（小数第２位以下切り捨て）※３ 

０．５以上 １．０ 

０．５未満 ０．０ 

 
※１ 
・元請と恒常的雇用関係にある技術者で、当該工事に専任配置する場合に限る。また、

監理技術者又は主任技術者が資格を有している場合も含む。 
※２ 
・子会社とは元請と連結決算を行っている会社をいい、１次下請に限る。 
・技能者とは、職長、主要機械のオペレータ、レーキマンに限る。 

※３ 
・ＩＣＴ活用工事で発注する場合は、評価しない。 
・子会社とは元請と連結決算を行っている会社をいい、１次下請に限る。 
・長期リースとは３年以上の契約とする。 
・主要機械とは、Ａｓフィニッシャ、Ｃｏフィニッシャ、マカダムローラ、タイヤロ

ーラ、振動ローラ、モーターグレーダ、路面ヒータに限る。 
※４ 
・舗装の追加評価項目を評価するために、従来舗装工事において提出を求めていた 
（様式５）「その他の技術的適正」の提出を求めることとする。 
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３－１－６ 漁港標準項目（漁港工事のみ） 

評価項目 評価基準 配点 

企業 

過去２年度※１の漁港漁

場関係事業 優良請負者

表彰の有無   

※２ 優良請負者表彰を受けている 

 

１．０ 

 

配置

予定

技術

者 

施工環境監理者の資格 

※３ 

技術士（水産土木）を有している １．０ 

水産工学技士を有している ０．５ 

上記以外 ０．０ 

※１ ・表彰歴は過去２年度とし、切り替え基準日は、３－１－４（２）（ア）工事成績 
と同様とする。 

※２ ・漁港工事の場合に表彰項目に取り入れる。 

・ＪＶにおける評価点の取扱いについては、３－１－４（４）（ク）と同様とする。 

※３ ・評価対象は、施工環境監理者を配置する工事のみとする。 
・施工環境監理者を専任で配置する場合のみ評価する。 

 
３－１－７ 作業船保有状況項目（港湾・漁港で作業船を使用する工事のみ） 

 

（ア)評価項目・対象工事 

港湾及び漁港で作業船を使用する工事については、保有する作業船を本工事で使

用する場合および環境性能の高い作業船、あるいは新造船を本工事で使用する場合

は加点評価する。なお、対象工事は、技術提案評価Ａ型、技術提案評価Ｓ型（ＷＴ

Ｏ）を除くすべての工事とする。 

 

 （イ）対象とする作業船 

対象作業船は、対象工事に使用する作業船とし、表２－５に示す主作業船一覧表

を参考に対象工事の工事内容に応じて作業船（規格は問わない）を選定する。 

なお、選定にあたっては、使用が見込まれるすべての主作業船とする。 
 

表２－５ 主 作 業 船 一 覧 表 

①ポンプ浚渫船 ⑨クレーン付台船 

②グラブ浚渫船 ⑩杭打船 

③バックホウ浚渫船 ⑪コンクリートミキサー船 

④リクレーマ船 ⑫ケーソン製作用台船 

⑤バージアンローダ船 ⑬深層混合処理船 

⑥空気圧送船 ⑭サンドドレーン船 

⑦旋回起重機船 ⑮サンドコンパクション船 

⑧固定起重機船  
（出典）港湾請負工事積算基準２－１－（１６）「主な港湾工事用作業船の積算基準上の扱い」のうち、主

作業船を抜粋 
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（ウ）評価項目及び基準 

   評価項目の企業の能力等「地域要件以外」において、対象工事で使用する作業船

を表２－６に示す評価基準で加点評価する。 

１）使用する作業船の保有状況 

対象工事に使用する作業船のうち、いずれかの作業船を自社保有または共同

保有していることを前提とし、表２－６の評価基準に応じて加点評価する。 

 

表２－６ 作業船の保有状況 

企 
 
 

業 

 

評 価 基 準 
配  点 

施工能力評価型 技術提案評価型 

保有比率５０％以上または保険支払比率５

０％以上 
２．０ １．０ 

保有比率２０％以上５０％未満または保険

支払比率２０％以上５０％未満 
１．０ ０．５ 

保有比率２０％未満または保険支払比率２

０％未満 
０．５ ０．０ 

上記以外 ０．０ ０．０ 

 

※企業体により競争参加した場合は、構成員のいずれかが、対象工事に使用する作

業船を保有しているかを評価する。 

※本保有状況は１隻のみとし、複数の作業船保有状況の提出は認めない。 

※自社保有とは、１００％自社保有の船舶の他、５０％以上の株式を保有している

子会社と共有して１００％所有する船舶、または、５０％以上の株式を保有して

いる子会社が１００％所有する船舶をいう。 

※ファイナンスリースについては、自社保有とみなす。 

※共有船舶については、所有あるいは所有船舶の現行機能を保持するに当たり、新

造、改造または機能追加のために必要な経費を複数の者で負担している船舶をい

う。 

※保有比率とは、登記簿等に記載されている保有比率のことをいう。 

※保険支払比率とは、海上保険証券に記載されている支払比率のことをいう。 

２）環境性能の高い作業船の使用または新造船の評価 

上記１）作業船の保有状況にて提示した作業船を対象として、環境性能の高

い作業船の使用、または新造船の評価を行う。 

環境性能の高い作業船の評価は、作業船に設置されている原動機すべてが環

境性能を達成していることを前提とする。 

新造船の評価は、平成２２年 7 月以降に自ら新造し、かつ作業船の財産を保

有するとともに、環境性能を達成していることを前提とする。 

これら条件のもと、表２－７の評価基準に応じて加点評価する。 

ただし、本評価にあたっては、どちらか一方とし（両方評価可能な場合は、

高い配点の基準を採用）、重複した評価はしない。 
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表 ２－７ 環境性能の高い作業船の使用または新造船の評価 

企 
 
 

業 

評 価 基 準 

配  点 

施工能力評価型 技術提案評価型 

環境性能の

高い作業船

の使用の場

合 

新造船の場

合 

環境性能

の高い作

業船の使

用 

の場合 

新造船の 

場合 

出資比率５０％以上 ２．０ ３．０ １．０ １．５ 

出資比率２０％以上５

０％未満 
１．０ １．５ ０．５ １．０ 

出資比率２０％未満 ０．５ ０．５ ０．０ ０．５ 

上記以外 ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ 

 

※出資比率とは、作業船を新造する際、もしくは原動機、中古船を購入する際の費

用の出資比率のことをいう。（保険支払比率では評価しない） 

※「自ら新造」するとは、自社が出資し作業船を建造することをいう。 

※共有船舶については、所有あるいは所有船舶の現行機能を保持するに当たり、新

造、改造または機能追加のために必要な経費を複数の者で負担している船舶をい

う。ただし、環境性能および新造船の評価においては、船舶の財産を共同保有して

いることを前提とする。 

※環境性能の評価においては、作業船建造時に設置された原動機もしくは建造時に

設置された原動機を撤去して代替えとして設置された原動機すべてが、環境性能を

達成しているものであり、クレーン原動機や主発電機等の「全ての原動機製造後

（新品取替）」及び「中古船の買収」のみに関わる当該申請者の出資比率に応じて

加点する。 

※環境性能を達成しているとは、表２－８に示す「海洋汚染等及び海上災害の防止

に関する法律第１９条の３」に基づく「窒素酸化物の放出量に係る放出基準」を満

足していることをいう。 

 なお、平成２２年改正前の「窒素酸化物の放出量に係る放出基準を満足している

作業船について評価する場合は、満点から１／２を乗じて加点する。 

※環境性能の加点期間は原動機製造後（新品取替）１５年、中古船については建造

後１５年を標準とする。 

※新造船の加点期間は新造後１５年とする 

※上記、環境性能の高い作業船の使用、または新造船の評価の加点期間について

は、入札説明書に記載の工期末までを満足するものとする。 

※自航式作業船においても吊上げ部の出力機などすべての原動機を評価の対象とす

る。 

※「クレーン付き台船」は、台船とクレーンの両方が新造後１５年以内である場合

に、新造船として評価を行う。台船又はクレーンのどちらかが新造後１５年を経過

している場合は、新造船として評価しない。 

 

 

 



 

 
 

39 

表 ２－８ 窒素酸化物放出基準 

原動機の種類 能力及び用途 窒素酸化物の放出量に係る放出基準 

一 ディーゼル機関であって、定格出力が１３０

キロワットを超え、かつ、定格回転数が毎分１３０

回転未満のもの（法第十九条の四第一項第二号又

は第三号に掲げる原動機（以下この表において「特

定用途原動機」という。）に該当するものを除く。） 

１キロワット時当たりの窒素酸化物

の放出量（単位は、グラムとする。以下

同じ。）の値が１４.４以下であること。 

二 ディーゼル機関であって、定格出力が１３０

キロワットを超え、かつ、定格回転数が毎分１３０

回転以上２,０００回転未満のもの（特定用途原動

機に該当するものを除く。） 

１キロワット時当たりの窒素酸化物

の放出量の値が４４を当該原動機の毎

分の定格回転数の値を０.２３乗して得

た値で除して得た値以下であること。 

三 ディーゼル機関であって、定格出力が１３０

キロワットを超え、かつ、定格回転数が毎分２,０

００回転以上のもの（特定用途原動機に該当する

ものを除く。） 

１キロワット時当たりの窒素酸化物

の放出量の値が７.７以下であること。 

四 前三号に掲げるもの以外の原動機 窒素酸化物の放出量は、限定しない。 

備考 １キロワット時当たりの窒素酸化物の放出量の算出方法は、国土交通省令で定める。 

 

※確認方法 

①作業船の保有状況 

保有状況については、船舶検査証書、日本船舶明細書、海上保険証券、共同保有

契約書の写し等当該船舶への保有比率または保険支払比率が分かる資料及びファイ

ナンスリースであるこがわかる資料を提出させること。 

なお、非自航船等の船舶検査証書を持たない作業船については、（一社）日本作

業船協会発行「現有作業船一覧」又は（一社）北海道建設業協会港湾・漁港部会発

行「北海道港湾・漁港工事用作業船一覧表」の公告時点での最新版の写しでも可と

する。 

更に、子会社が保有又は子会社と共有している場合は、親会社が子会社の株式を

保有していることを確認できる資料として「株主名簿記載事項証明書」等の写しを

求めるものとする。 

②環境性能の評価 

原動機の窒素酸化物放出基準については、「国際大気汚染防止原動機証書」に記載

されている放出値で確認する。 

なお、着脱式のクレーン付台船のような作業船には発行されていないため、この

ような作業船の場合は、原動機の排出ガス基準や定格出力等の仕様が確認できる書

類を求め、表２－８に示す「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第１９条

の３」に基づく「窒素酸化物の放出量に係る放出基準」を満たしているか確認する

こと。 

また、作業船の建造時に設置された原動機を撤去し代替えとして設置された原動

機及び中古船の買取への出資比率や製造後の期間を確認する資料として、売買契約

書等の写しを求めるものとする。 

③新造船の評価 

新造船については、登記簿、売買契約書、日本船舶明細書、共同保有契約書の写し

等、作業船の保有比率が分かる資料及びファイナンスリースであることが分かる資

料を提出させること。 

更に、子会社が保有又は子会社と共有している場合は、親会社が子会社の株式を保
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有していることを確認できる資料として「株主名簿記載事項証明書」等の写しを求

めるものとする。 

原動機の窒素酸化物放出基準については、「国際大気汚染防止原動機証書」に記載

されている放出値で確認する。 

なお、申請様式の建造年月日で、新造船での申請であるかを判断すること。 

（エ）不履行について 

   競争参加資格申請時に提出した対象工事に使用する作業船については、履行義務

を課すものとし、現場施工時に作業船の履行を確認するとともに不履行の場合は工

事成績評定において３点の減点とする。 

   ただし、受注者の責によらない場合は、不履行の対象外とする。 

    なお、提出した作業船を使用できない場合であっても、同等以上（規格及び保有）

の船舶を使用した場合は履行とみなす。 

工事成績評定点において総括技術評価官が採点する「法令遵守等」において３点

の減点とする。 

履行義務は、申請した作業船を使用する工種を施工する際に発生するものとし、

申請工種の当初設計数量の 50％以上または当初設計数量の施工に係る実作業日数

の 50％以上とする。数量または実作業日数のどちらで履行確認をするかは、工事着

手前の工事円滑化会議において受発注者間で協議することとする。 

なお、実作業日数での履行確認とする場合は、受注者が使用船舶の作業能力を考

慮した上で実作業日数を定め、発注者と協議することとする。この際、供用係数は

考慮しない。 

当初設計数量が減となった場合は、再度協議して定めるものとする。 
 
３－１－８ 減点の扱いについて 
 

（１）直近の措置による減点及び過去６ヶ月間の修補請求等履歴について、単体及びＪ

Ｖとして受けた措置を対象とし、減点する。 
 
（２）減点数は下記を原則として設定するものとする。 
   【措置】 
   ・指名停止 －１.５点 
   ・文書注意 －１.０点 
   ・口頭注意 －０.５点 
   【修補請求等】 
   ・－０.５点（低入札工事であった場合は－１.０点） 
 
（３）減点項目の適用は、口頭注意・文書注意・指名停止（停止期間が１ヶ月以下）の

措置を受けた場合は１ヶ月間、指名停止（停止期間が１ヶ月を超える）の措置を

受けた場合は３ヶ月間減点を行う。なお、減点の対象期間は下表のとおりとし、

減点の対象となる有資格者の一覧については、工事管理課にて作成しイントラネ

ットに掲載する。 
 
（４）措置による減点及び修補請求等履歴のそれぞれに該当する場合は、双方の項目に

おいて減点するが、同一の減点項目において複数の措置が該当する場合について

は、大きい減点数の措置のみを対象とし、加算や平均は行わない事とする。また、

加算点数の合計がマイナスの値になる場合は、加算点は０点として取り扱うこと
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とする。（施工体制確認型の場合は、施工体制評価点と合わせてマイナスとなる場

合） 
 
（５）措置対象となる期間については、入札説明書等へ記載すること。 
 
（６）政府調達協定が適用となる工事については、減点の対象としない。 
 
【直近の措置による減点の考え方】 

対象とする措置 措置基準日 左記の措置により減点の対象 
とする入札手続開始時期 

口頭注意 
文書注意 左記措置の施行日 措置基準日の翌々月から１ヶ月間 

指名停止（1 ヶ月以下） 指名停止期間が終了す

る日の翌日 措置基準日の翌々月から１ヶ月間 

指名停止（1 ヶ月を超える） 指名停止期間が終了す

る日の翌日 措置基準日の翌々月から３ヶ月間 

 
修補請求等 

 

 
成績評定通知日 
 

 
措置基準日の翌々月から６ヶ月間 
 

 
（７）賃上げ基準に達していない者について 

賃上げの実績確認を行った結果、本取組により加点を受けた落札者が表明書に記

載した賃上げ基準に達していない場合又は本制度の趣旨を意図的に逸脱してい

る場合、賃上げ基準に達していない者が総合評価落札方式による入札に参加する

際には当該入札において本取組により加点する割合よりも大きな割合の減点（※

１）をすることとする。 
※１ 総合評価による加算点の満点が４０点であって、本取組に係る加点割合が

５％である場合、３点以上を減点することとなる。 
 
３－１－９ その他 

 
談合業者に係る総合評価落札方式における評価については、談合により受注した工事

に係る施工実績、工事成績及び優良表彰は、加点の対象としない。 
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４．様式 

 
 
施工経験に基づく施工監理能力（書面）の様式 
 

当該工事での留意事項等 
 

工事名：                
会社名：                

 
■当該工事での留意

事項等 
○○について 
   

 
項 目 当該工事での留意事項等 
○○について  

  

 
注１ ＩＣＴの活用を評価する工事（施工者希望Ⅰ型）においては、施工監理能力の確認（書面）では

ＩＣＴの活用について加点対象としない。（ＩＣＴの活用については別様式に記載すること） 
ただし、ＩＣＴを応用（別の技術を組み合わせて効果を高める、または別の効果を発現する等を 
含む）した部分は、その応用部分（付加的な内容）についてのみ施工監理能力の確認（書面）で 
の加点対象とする。 

注２ ＮＥＴＩＳ登録技術の活用を評価する工事においては、施工監理能力の確認（書面）ではＮＥＴ

ＩＳ登録技術の活用について加点対象としない。（ＮＥＴＩＳ登録技術の活用については別様式に

記載すること） 
   ただし、別記様式２に記載しているＮＥＴＩＳ登録技術が異なる場合に限り、施工監理能力の確

認（書面）での加点対象とする。 
注３ 特記仕様書等において、監督職員と協議すると定められた事項については、記載しないこと。 

□ 必要に応じて、発注者が記述に

当たっての視点等を明示する

ことも可とする。 
 

配置予定技術者の過去の同種工事の

実績・経験を踏まえた当該工事での

留意事項等を記述 

施工能力評価型Ⅰ型① 

留意事項の記述数は３項目程度と

し、重要なものから記述する。 



 

 
 

43 

 
 
施工計画の様式（Ａ４サイズ１枚で作成） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

工事名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

工期：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 会社名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

■配置予定技術者の過去の同種工事の実績・経験を踏まえた当該工事での留意事項等を記述

項　　　目

工　程　表

４月 ５月
10  20 10  20

単位 数量
６月

10  20
７月

10  20
備考

８月 12月 １月９月 10月 11月
10  20 10  20

２月 ３月
10  20 10  20 10  20 10  20 10  20 10  20

当該工事の工種をそ

れぞれ具体的に記入 
各工種の工程をバ

ーチャートで表現 

月については、当該

工事の工期に応じて

適宜修正 必要に応じて備考欄

を設け、補足説明を

記述 

施工能力評価型（Ⅰ型）② 

可・不可 

□ 必要に応じて、発注者が記述

に当たっての視点等を明示す

ることも可とする。 

留意事項の記述数は３項目程度と

し、重要なものから記述する。 
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技術提案の様式（Ａ４サイズ１枚で作成） 

 
施工上の特定の課題等に関する工夫等 

工事名：                
会社名：                

 
■施工上の特定の課題

等に関する工夫等 
○○について 
 
 
 

 
項 目 具体的な施工計画 
施工上の工夫等の設定

理由 
 

○○について  

 
注１ ＩＣＴの活用を評価する工事（施工者希望Ⅰ型）においては、技術提案ではＩＣＴの活用について加点対象

としない。（ＩＣＴの活用については別様式に記載すること） 

ただし、ＩＣＴを応用（別の技術を組み合わせて効果を高める、または別の効果を発現する等を含む）した 

部分は、その応用部分（付加的な内容）についてのみ技術提案での加点対象とする。 

注２ ＮＥＴＩＳ登録技術の活用を評価する工事においては、技術提案ではＮＥＴＩＳ登録技術の活用について加

点対象としない。（ＮＥＴＩＳ登録技術の活用については別様式に記載すること） 

   ただし、別記様式２に記載しているＮＥＴＩＳ登録技術が異なる場合に限り、施工監理能力の確認（書面）

での加点対象とする。 

注３ 特記仕様書等において、監督職員と協議すると定められた事項については、記載しないこと。

□ 当該工事において、施工上の

特定の課題等に関する項目

について、入札参加者が抽出

して記述（発注者が指定する

ことも可） 

施工上の工夫等としてあげたもの

をなぜ設定したのかについて当該

工事の特性を踏まえ、出来るだけ

簡潔、具体的に記述する。 

施工上の工夫等としてあげたもの

について、施工にあたり、具体的

にどのように工夫するのかを箇条

書きで記述し、それぞれのテーマに

対する提案数は５項目までとする。 

技術提案評価型 
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・新技術活用の義務化対象外となる工事の場合に使用する 
（別記様式）                                   （用紙Ａ４） 

関連分野での技術開発実績（ＮＥＴＩＳへの登録）および有用な技術の活用 
（工事名：○○○○○○○工事） 

会社名： ○○建設（株） 

 項目 項目に対する回答 技術の詳細 

① 

当該工事の関

連分野におけ

る技術開発の

有無 

１． 技術開発がある 
 
 
２． 技術開発がない 

＊１を選択した場合に記載すること 
技術名称 ：○○ 
登録年月日:平成○年○月○日 
      登録年月日がわかる資料を添付すること。 
 
開発者  ：複数の場合は、全て記入する。 
 
登録等  ：技術区分、ＮＥＴＩＳへの登録番号及び名称を 

記載する。 
 
概要   ：技術概要を記載する。 
      （当該工事に活用した場合の具体的な効果等） 

 

② 

「新技術情報

提供システム

（ Ｎ Ｅ Ｔ Ｉ

Ｓ）」に掲載さ

れた「有用な新

技術」の活用に

ついて 

１．「有用な新技術」を当該

工事に活用する 
 
 
２．「有用な新技術」を当該

工事に活用しない 

＊１を選択した場合に記載すること 
技術区分  ：○○ 
新技術名称 ：○○ 
登録№   ：○○  
選定理由  ：入札公告時の与条件に基づき、新技術を当該

工事に適用する目的、期待される効果、適用

できると判断した根拠を具体的に記述する。 
 
 
概要    ：当該工事において上記新技術を活用する場合 

の具体的な施工方法等を記入する。 
必要に応じ、説明図を添付する。 

注１ 技術開発実績（ＮＥＴＩＳへの登録）がある場合、①に記入する。また、ＮＥＴＩＳ登録者であることが確認できる資料

を添付すること。登録者と記載されていない場合は、技術開発者であることが証明できる資料を添付すること。 
注２ 本工事に新技術情報提供システム（ＮＥＴＩＳ）」に掲載された「有用な新技術」を活用する場合、②に記入する。また、

当該技術についてＮＥＴＩＳの「有用な新技術」であることが確認できるページを添付すること。 
注３ ①と②は重複加点しないが、①と②が同技術である場合は重複加点するものとする。 
注４ 本工事に使用する新技術の技術区分は下記の区分の中から記入すること。 
   １）工法、２）材料、３）機械、４）製品、５）システム 
注５ ②は、本工事で使用を予定している全ての「有用な新技術」について記入すること。 
注６ 発注者指定によって実施を求められた技術については評価しない。 
注７ 関連分野における技術とは、当該工事で施工する工種で活用できる（活用する）ものとする。 
注８ ＩＣＴの活用を評価する工事（施工者希望Ⅰ型）においては、ＩＣＴ活用の項目で評価対象となりえる技術について、関

連分野での技術開発実績（ＮＥＴＩＳへの登録）および「有用な新技術」の活用では加点対象としない。 
注９ 入札手続き開始日時点において、掲載期間終了技術については、加点対象としない。 
注１０ 施工監理能力の確認（書面）及び技術提案に記載した内容については、加点対象としない。 
    ただし、施工監理能力の確認（書面）及び技術提案に記載しているＮＥＴＩＳ登録技術が異なる場合に限り、加点対

象とする。
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５．（参考）各年度の区分 

 
※上記については目安であり、個々の工事内容により適宜判断 
 
 
 
 
 
 

■平成２４年度の区分（例） 
全工種

■平成２５年度以降の区分（例） 
全工種

 

４．９億 

２．９億 施工能力評価型（Ⅰ型） 
※難易度Ⅰの場合は施工能力評価型（Ⅱ型）

 

１．１億 施工能力評価型（Ⅰ型） 
※難易度Ⅰの場合は施工能力評価型（Ⅱ型）

  

技術提案評価型（Ｓ型又はＡ 
型）

技術提案評価型（Ｓ型又はＡ型） 

施工体制確
認型（１千万
以上）

WTO 額 施工能力評価型（Ⅰ型） 施工能力評価型（Ⅰ型）又は 
技術提案評価型（Ｓ型又はＡ 
型）

施工能力評価型（Ⅰ型）又は 
技術提案評価型（Ｓ型又はＡ 
型）

技術提案評価型（Ｓ型又はＡ型）

    工種

 
 
 
予定価 

維持・補修・除草・塗装・区 
画線 
 

土工・舗装・護岸（ブロック）・
浚渫・地盤改良・法面工・コ 
ンクリート構造物・農用地整 
備・土地改良施設・その他工 
種 

鋼橋上部・PC 橋・上部鋼構
造物 

ダム トンネル 

標準Ⅰ 

４．５億 標準Ⅱ、簡易（特別な配慮を要する場合は標準Ⅰ）

２．５億 簡易（特別な配慮を要する場合は標準Ⅰ・Ⅱ） 

 

１億 簡易 

トンネル 

  

標準Ⅰ（特に難易度が高い 
場合は高度技術提案型）

高度技術提案型 
若しくは標準Ⅰ

施工体制確
認型（１千万
以上）

WTO 額 標準Ⅱ（特別な配慮を要する 
場合は標準Ⅰ） 

標準Ⅰ・Ⅱ

 
標準Ⅰ（難易度の高い技術
提案が無い場合は標準Ⅱ、 
工夫の余地が無い場合は簡 
易）

 

（参考） 

    工種

 
 
 
予定価 

維持・補修・除草・塗装・区 
画線 
 

土工・舗装・護岸（ブロック）・
浚渫・地盤改良・法面工・コ 
ンクリート構造物・農用地整 
備・土地改良施設・その他工 
種 

鋼橋上部・PC 橋・上部鋼構
造物 

ダム
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６．配点例 

 

 

○本省標準配点（例）と北海道開発局の施工能力評価型標準配点（例）の比較

Ⅱ型 Ⅰ型① Ⅰ型① Ⅰ型②
地域維持型
（年間維持
除雪等）

技術者の能力等 20点 19点 19.5点 20点 19.5点 19点 19点

同種工事の施工実績 ○ 8点 7点 3点 8点 3点 7点 7点

工事成績 ○ 8点 8点 3点 8点 3点 8点 8点

優良工事等表彰 ○ 4点 3点 3点 4点 3点 3点 3点
監理（主任）技術者資格 △ (1点) (0.5点) (0.5点) (1点) (1点)

CPDへの取り組み △ 1点 0.5点 0.5点 1点 1点

施工監理能力の確認（書面） △ 10点 10点

企業の能力等 20点 19点 19点 20点 19点 19点 19点

同種工事の施工実績 ○ 8点 4点 4点 8点 5点 5点 5点

工事成績 ○ 8点 5点 5点 8点 6点 6点 6点
優良工事等表彰・工事成績優秀企業表彰

i-Con奨励賞、i-Con大賞又はインフラDX大賞

NETIS登録技術の活用 △ 1点 1点 1点 1点 1点
舗装施工管理技術者 (1点) (1点) (1点) (1点) (1点)

技能者の元請比率 (1点) (1点) (1点) (1点) (1点)

主要機械の元請比率 (1点) (1点) (1点) (1点) (1点)
その他（手持ち工事量※等） △

地域精通度・貢献度 6点　 6点　 4点　 4点　 4点　

本支店、営業所の所在地 2点 2点 1点 1点 1点
近隣地域での施工実績 2点 2点 1点 1点 1点

維持工事の施工実績（道路部門のみ） (0.5点) (0.5点) (0.5点) (0.5点)

災害活動等の実績 1点 1点 1点 1点 1点
災害活動協定の締結 1点 1点 1点 1点 1点

ワーク・ライフ・バランス ○ 0.5点 0.5点 0.5点 0.5点 0.5点
その他（各種試行による配点等） △

賃上げを実施する企業に対する加点措置 ○ 3点 2点 3点 3点 3点 2点 2点

賃上げ基準に達していない企業に対する減点措置 -4点 -3点 -4点 -4点 -4点 -3点 -3点

施工計画 可・不可 可・不可 可・不可

加算点合計 43点 40点 41.5点 43点 41.5点 40点 40点

ヒアリング △

施工体制評価点

基礎点

○ ：必須 △ ：選択 ● ：舗装工事で選択
※手持ち工事量については、本省は選択項目、開発局は非設定項目
※（　）書は、配点合計に含んでいない

評価項目

施工能力評価型

2.9億未満（舗装0.9億未満） 2.9億以上（舗装0.9億以上）

本省
（例）

開発局
本省
（例）

開発局

●

△

○ 4点 2.5点

30点

100点

段階的選抜後にヒアリングを実施し、結果によりヒアリング係数（1.0、0.5、0）を付与し、対象評価項目に乗じる。

2.5点 2.5点2.5点 4.0点 2.5点

○本省標準配点（例）と北海道開発局の技術提案評価型標準配点（例）の比較

本省
（例）

本省
（例）

本省
（例）

技術者の能力等 15点 14点 20点 19点 15点 21点

同種工事の施工実績（同種性） 6点 ○ 5点 8点 ○ 8点 9点 11点

同種工事の施工実績（発注者評価） 6点 10点

工事成績 6点 ○ 5点 8点 ○ 8点

優良工事等表彰 3点 ○ 3点 4点 ○ 3点

監理（主任）技術者の保有する資格 △ (1点)

CPDへの取り組み △ 1点

企業の能力等 15点 14点 20点 18点 15点 21点
同種工事の施工実績（同種性） 6点 ○ 3点 8点 ○ 7点 9点 12点

同種工事の施工実績（発注者評価） 6点 9点

工事成績 6点 ○ 5点 8点 ○ 8点

優良工事等表彰・工事成績優秀企業表彰

i-Con奨励賞、i-Con大賞又はインフラDX大賞

NETIS登録技術の活用 △ 1点

WLB ○ 0.5点 ○ 0.5点 ○ 1点 ○ 1点

その他（手持ち工事量※等）

地域精通度・貢献度 2点　
本支店、営業所の所在地

近隣地域での施工実績

災害活動等の実績 △ 1点

災害活動協定の締結 △ 1点

その他（各種試行による配点等） △ ＊ △ ＊

簡易な技術提案 20点 ○ 20点 20点 ○ 20点

賃上げを実施する企業に対する加点措置 4点 ○ 4点 4点 ○ 4点 4点 ○ 4点 4点 ○ 4点

賃上げ基準に達していない企業への減点措置 -5点 ○ -5点 -5点 ○ -5点 -5点 ○ -5点 -5点 ○ -5点

技術提案（選抜時） ○ 0-26点

技術提案（選抜後） 30点 ○ 30点 70点 ○ 70点 60点 ○ 35-60点 70点 ○ 70点

加算点合計（入札時） 60点 58点 70点 70.5点 60点 65点 70点 75点

ヒアリング

施工体制評価点

基礎点

○ ：必須 △ ：選択
※手持ち工事量については、本省は非WTOのＳ型のみ選択項目（他では非設定項目）、開発局は全ての型で非設定項目
＊配点は適宜設定する

評価項目

技術提案評価型

非WTO WTO

S型 A型 S型 A型

開発局 開発局
本省
（例）

開発局 開発局

○ 2.5点 4点 ○ 2.5点
段
階
的
選
抜

段階的選抜後にヒアリングを実施し、結果によりヒアリング係数（１．０、０．５、０）を付与し、対象評価項目に乗じる。

30点

100点

総
合
評
価

総
合
評
価

総
合
評
価

総
合
評
価

段
階
的
選
抜

総
合
評
価

段
階
的
選
抜

段
階
的
選
抜

3点
段
階
的
選
抜
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◆地域点（地域精通度・貢献度等）取りまとめ表 標準配点（案）

河川・道路 2.0 1.0 -

営繕 2.0 1.0 -

港湾等 2.0 1.0 -

農業 2.0 1.0 -

河川・道路 2.0 1.0 -

営繕 2.0 1.0 -

港湾等 2.0 1.0 -

農業 2.0 1.0 -

河川・道路 0.5 0.5 -

営繕 - - -

港湾等 - - -

農業 - - -

河川・道路 1.0 1.0 1.0

営繕 1.0 1.0 1.0

港湾等 1.0 1.0 1.0

農業 1.0 1.0 1.0

河川・道路 1.0 1.0 1.0

営繕 1.0 1.0 1.0

港湾等 1.0 1.0 1.0

農業 1.0 1.0 1.0

○：必須
△：選択
×：なし

技術提案評価型S型

(非WTO）

2.9億未満(舗装0.9億未満)

施工能力評価型Ⅰ・Ⅱ型
地域点に関わる項目 事業部門

⑤災害活動の実態（協定の締結） △

③維持工事の施工実績 △

2.9億円以上（舗装0.9億以上）

施工能力評価型Ⅰ型

②過去10年間の近隣地域（開発建

設部内）での施工実績
△

△①本支店、営業所の所在地

④災害活動等の実態（活動実績） △



R7標準配点（案）

Ⅱ型 Ⅰ型① Ⅰ型① Ⅰ型② S型 A型 Ⅱ型 Ⅰ型① Ⅰ型① Ⅰ型② S型 A型

4.0 4.0 5.0 5.0 5.0 3.0 7.0 4.0 4.0 5.0 5.0 5.0 3.0 7.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

5.0 5.0 6.0 6.0 6.0 5.0 8.0 5.0 5.0 6.0 6.0 6.0 5.0 8.0

4.6 4.6 5.5 5.5 5.5 4.6 7.3 4.6 4.6 5.5 5.5 5.5 4.6 7.3

4.2 4.2 5.0 5.0 5.0 4.2 6.6 4.2 4.2 5.0 5.0 5.0 4.2 6.6

3.8 3.8 4.5 4.5 4.5 3.8 5.9 3.8 3.8 4.5 4.5 4.5 3.8 5.9

3.4 3.4 4.0 4.0 4.0 3.4 5.2 3.4 3.4 4.0 4.0 4.0 3.4 5.2

3.0 3.0 3.5 3.5 3.5 3.0 4.5 3.0 3.0 3.5 3.5 3.5 3.0 4.5

2.6 2.6 3.0 3.0 3.0 2.6 3.8 2.6 2.6 3.0 3.0 3.0 2.6 3.8

2.2 2.2 2.5 2.5 2.5 2.2 3.1 2.2 2.2 2.5 2.5 2.5 2.2 3.1

1.8 1.8 2.0 2.0 2.0 1.8 2.4 1.8 1.8 2.0 2.0 2.0 1.8 2.4

1.4 1.4 1.5 1.5 1.5 1.4 1.7 1.4 1.4 1.5 1.5 1.5 1.4 1.7

1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.6 0.3 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.6 0.3

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0

1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

過去２年間の漁港漁場関係事
業　優良請負者表彰の有無

農林水産大臣又は水産庁長官表彰あり ・漁港工事で原則選択

漁港
工事
で選
択

1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー

2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 1.0

1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.5

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

50％以上 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 1.0

20％以上
50%未満

1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.5

20％未満 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.0

50％以上 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 1.5

20％以上
50%未満

1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.0

20％未満 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

選択 選択 選択 選択

2.0 2.0 1.0 1.0 1.0 2.0 2.0 1.0 1.0 1.0

1.0 1.0 0.5 0.5 0.5 1.0 1.0 0.5 0.5 0.5

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2.0 2.0 1.0 1.0 1.0 2.0 2.0 1.0 1.0 1.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

災害活動の実態等（活動実績
または防災活動や支援体制）

①　災害活動の実態等の評価対象項目については、国、地方自治体又は公共施設の管理団体の要請に
よる災害緊急活動又は、防災活動や支援体制を対象とする。
②　災害緊急活動とは、国、地方自治体又は公共施設の管理団体が所有又は管理している施設又は場
所に関する活動（出動待機、巡回、災害対策用機械の運搬など直接的に現地の災害活動を行わないも
のは対象外）とする。なお、公共施設の管理団体とは、地方公共団体の指定管理者制度に基づく者、
港湾管理者、漁業協同組合、ＮＥＸＣＯ等とする。また、国、地方自治体又は公共施設の管理者から
要請のない活動については、表彰・感謝状・礼状により確認できるものに限る。
③　防災活動とは、国、地方自治体等を含めた防災訓練の実施や協力、催事等での防災に関する広報
活動とする。
④　支援体制とは、本店、支店及び営業所の社屋を除き、災害活動時の資機材の保管が可能な倉庫や
土地の保有又は、災害対応時に利用可能な資機材（災害協定の資機材保有一覧における資機材等）を
常時保有（災害活動時にリースするものは対象外）していることとする。なお、防災活動と支援体制
の評価は、各地域の実態に合わせて対象及び活動内容を具体に定めることを可能とする。
⑤　評価対象の範囲は、各開発建設部の管内での活動等とする。
⑥　評価対象の期間は、過去３年度以降から公告開始日時点とする。
⑦　維持除雪工事等の本来の工事区間内で、受注者として実施する災害対応については、災害緊急活
動実績の対象としない。

選択 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 ー ー ー 選択 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 ー ー ー

災害活動の実態（協定の締
結）

・河川、道路、農業事業で必須、他事業では選択項目とする 選択 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 ー ー ー 選択 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 ー ー ー

ワーク・ライフ・バランス ・段階選抜方式を適用する場合は、段階選抜時において設定。 必須 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 ー ー 必須 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 選択 ー ー

維持工事の施工実績

・当該工事区間または箇所が年間維持除雪工事の区間内にある場合、その年間維持除
雪工事（工事区分｢維持｣）の施工実績がある場合に加点
・開発局発注の年間維持除雪工事の施工実績が、連続５年以上ある場合を対象とす
る。

道路
部門
で選
択

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 ー ー ー ー

道路
部門
で選
択

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 ー ー ー ー

選択 選択 選択 選択

7.0 3.0 3.0 7.0 7.0 5.0 8.0 7.0 3.0 3.0 7.0 7.0 5.0 8.0

3.5 1.5 1.5 3.5 3.5 2.5 4.0 3.5 1.5 1.5 3.5 3.5 2.5 4.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

8.0 3.0 3.0 8.0 8.0 5.0 8.0 8.0 3.0 3.0 8.0 8.0 5.0 8.0

7.3 2.8 2.8 7.3 7.3 4.6 7.3 7.3 2.8 2.8 7.3 7.3 4.6 7.3

6.6 2.6 2.6 6.6 6.6 4.2 6.6 6.6 2.6 2.6 6.6 6.6 4.2 6.6

5.9 2.4 2.4 5.9 5.9 3.8 5.9 5.9 2.4 2.4 5.9 5.9 3.8 5.9

5.2 2.2 2.2 5.2 5.2 3.4 5.2 5.2 2.2 2.2 5.2 5.2 3.4 5.2

4.5 2.0 2.0 4.5 4.5 3.0 4.5 4.5 2.0 2.0 4.5 4.5 3.0 4.5

3.8 1.8 1.8 3.8 3.8 2.6 3.8 3.8 1.8 1.8 3.8 3.8 2.6 3.8

3.1 1.6 1.6 3.1 3.1 2.2 3.1 3.1 1.6 1.6 3.1 3.1 2.2 3.1

2.4 1.4 1.4 2.4 2.4 1.8 2.4 2.4 1.4 1.4 2.4 2.4 1.8 2.4

1.7 1.2 1.2 1.7 1.7 1.4 1.7 1.7 1.2 1.2 1.7 1.7 1.4 1.7

1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

0.3 0.8 0.8 0.3 0.3 0.6 0.3 0.3 0.8 0.8 0.3 0.3 0.6 0.3

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0

1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5

1.0 0.5 0.5 1.0 1.0 1.0 1.0 0.5 0.5 1.0 1.0 1.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CPDへの取組 選択 1.0 0.5 0.5 1.0 1.0 1.0 ー ー ー 選択 1.0 0.5 0.5 1.0 1.0 1.0 ー ー ー

1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

施工監理能力の確認（書面）

・「施工監理能力の確認（書面）の内容は、施工計画書に明記し、適切に履行するこ
と。
なお、明らかに不履行が認められる場合、減点を行うこと」を特記仕様書に記載する
こと。

必須 ー 10.0 10.0 ー ー ー ー ー ー 必須 ー 10.0 10.0 ー ー ー ー ー ー

選択 選択 選択 選択

簡易な技術提案 必須 ー ー ー ー ー ー 20.0 選択 ー 20.0 必須 ー ー ー ー ー ー 20.0 選択 ー 20.0

可 可 可 可

不可 不可 不可 不可

×1.0 ×1.0 ×1.0 ×1.0 ×1.0 ×1.0

×0.5 ×0.5 ×0.5 ×0.5 ×0.5 ×0.5

×0.0 ×0.0 ×0.0 ×0.0 ×0.0 ×0.0

可 可 可 可

不可 不可 不可 不可

×1.0 ×1.0 ×1.0 ×1.0

×0.5 ×0.5 ×0.5 ×0.5

×0.0 ×0.0 ×0.0 ×0.0

(-1.5) (-1.5) (-1.5) (-1.5) (-1.5) (-1.5) (-1.5) (-1.5) (-1.5) (-1.5) (-1.5) (-1.5) (-1.5) (-1.5)

(-1.0) (-1.0) (-1.0) (-1.0) (-1.0) (-1.0) (-1.0) (-1.0) (-1.0) (-1.0) (-1.0) (-1.0) (-1.0) (-1.0)

(-0.5) (-0.5) (-0.5) (-0.5) (-0.5) (-0.5) (-0.5) (-0.5) (-0.5) (-0.5) (-0.5) (-0.5) (-0.5) (-0.5)

修補請求 必須
(-0.5)
(-1.0)

(-0.5)
(-1.0)

(-0.5)
(-1.0)

(-0.5)
(-1.0)

(-0.5)
(-1.0)

(-0.5)
(-1.0)

(-0.5)
(-1.0)

ー ー 必須
(-0.5)
(-1.0)

(-0.5)
(-1.0)

(-0.5)
(-1.0)

(-0.5)
(-1.0)

(-0.5)
(-1.0)

(-0.5)
(-1.0)

(-0.5)
(-1.0)

ー ー

賃上げ未実施企業
・該当企業は、財務省から通知された日から１年間、賃上げ加算点よりも１点大きな
配点で減点する（賃上げ基準に達していない企業のみ減点対象）

必須 (-3.0) (-4.0) (-4.0) (-3.0) (-3.0) (-5.0) (-5.0) (-5.0) (-5.0) 必須 (-3.0) (-3.0) (-3.0) (-3.0) (-3.0) (-4.0) (-5.0) (-5.0) (-5.0)

11.5 17.5 10.5 17.5

2.0 2.0

14.0 19.0 14.0 19.0

20.0 25.0 20.0 20.0 25.0 20.0

27.5 56.5 25.0 20.0 26.5 56.5 25.0 20.0

12.5 12.5 14.5 14.5 14.5 11.5 11.5 11.5 13.5 13.5 13.5 10.5

6.5 6.5 4.5 4.5 4.5 2.5 0.5 6.5 6.5 4.5 4.5 4.5 2.5 0.5

19.0 19.5 19.5 19.0 19.0 14.0 19.0 19.5 19.5 19.0 19.0 14.0

30.0 70.0 60.0 70.0 30.0 70.0 60.0 70.0

38.0 38.5 38.5 38.0 38.0 58.0 70.5 60.0 70.0 37.0 37.5 37.5 37.0 37.0 57.0 70.5 60.0 70.0

・段階選抜方式を適用する場合は、段階選抜時において設定。 ー ー ー ー ー ー ー 必須 1.0 1.0 ー ー ー ー ー ー ー 必須 1.0 1.0

①大企業の場合：給与等受給者一人当たりの平均受給額を３％以上増加させる旨
②中小企業等の場合：給与総額を１．５％以上増加させる旨

必須 2.0 3.0 3.0 2.0 2.0 4.0 4.0 必須 4.0 4.0 必須 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 3.0 4.0 必須 4.0 4.0

ー

WLB認定を受けていること

－－

ー

　保有状況で提示した作業船に設定されて
いる原動機がすべて環境性能を達成してい
る。または、環境性能を達成した新造船で
ある。
　
出資比率による評価を行う。

83点以上

ー ー ー ー ー ー ー

82点以上83点未満

開発建設部長表彰(同一事業部門限定)

（例）開発建設部内本店

・競争参加資格に応じて適宜設定
・舗装、鋼橋上部等は工事内容によっては配点はしないこと。

選択 ー

なし

実績等が確認できること
※本項目については、１項目あたりの満点は１点を上限とし、
最大１点までとする。

防災協定が締結されている

（例）開発建設部内本支店営業所

必須

ー ー ー ー ー

ー ー ー

ー ー

選択

ー ー

ー ー

ー

ー ー

ー

ーー

ー

ー ー

新技術活用義務化対象外の部門 新技術活用義務化対象の部門

選択 ー ー ー ー ー ー 選択 ー

ー 70.0

選択 ー ー ー ー ー ー

選択 ー

ー ー ー ー ー ー

段
階
的
選
抜
後

70.0 必須

ー

ー ー ー ー ー ー ー 選択

段
階
的
選
抜
後

0-25 ー

必須 ー ー ー ー ー

30.0
(6点

×5提
案)

ー 必須
35-
60

ー

ー

必須 ー ー

選択 ー ー ー

ー ー ー ーー ー ー ー ー

ー

選択 ー ー ー ー

選択 ー ー ー ー

ー ー ー ー ー ー

－ － － － － －

ー

必須 ー ー

舗装
工事
で選
択

ー ー ー

ー ー ー

ー ー ー

必須

段
階
的
選
抜

段
階
的
選
抜
後

段
階
的
選
抜

選択

段
階
的
選
抜

必須 ー

ー ー

必須 選択

必須 ー ー ー ー ー ー

必須

必須

ー

施工能力評価型 技術提案評価型 技術提案評価型

2.9億未満
（舗装0.9億未満）

施工能力評価型
Ⅰ・Ⅱ

2.9億以上
（舗装0.9億以上）
施工能力評価型Ⅰ

地域維
持型
JV対
象工事

非WTO WTO

S型 A型

評価項目

評価基準 特記事項

施工能力評価型 技術提案評価型

A型

技術提案評価型

大
項
目

中
項
目

小項目

2.9億未満
（舗装0.9億未満）

施工能力評価型
Ⅰ・Ⅱ

2.9億以上
（舗装0.9億以上）
施工能力評価型Ⅰ

地域維
持型
JV対
象工事

非WTO WTO

S型

施
工
能
力
等

企

業

企

業

（

地

域

以

外

）

過去15年度の同種工事実績

より同種性の高い工事実績あり

・工事の規模で同種工事を規定するものについては、より同種と同種の間に中間点を
設定することも可能とする。
・ＪＶで参加する場合は代表者の過去の実績を採用
・国土交通省直轄工事においては工事成績評定点が６５点未満の工事は対象外とす
る。
・海外インフラプロジェクト技術者認定・表彰制度により認定された実績がある場合
は、国内工事の実績と同様に企業の「同種工事」又は「より同種工事」の実績として
評価対象とする。

同種性が認められる工事の実績あり

過去2年度の北海道開発局発
注の成績の平均

83点以上

・2年度に実績が無ければ2年遡り、4年度に実績が無ければ更に2年、6年度の実績が
無ければ更に2年、8年度の実績が無ければ更に2年度遡る。
・実績無しは加点しない。
・JVの場合は会社毎の持ち点を平均し、工事毎にばらして平均し直すことはしない。
・競争参加資格が70点・75点の場合でも点数区分は同じとする。
・舗装工事においては舗装工事のみの平均点とする。

過去2年度の北海道開発局長
等優良工事表彰、過去１年度
の北海道開発局i-Con奨励
賞、受賞決定日の翌月１日か
ら２年間の国土交通省インフ
ラDX大賞（工事部門）（大
臣賞、優秀賞）及び当該年度
の工事成績優秀企業、※また
は、過去３年度の国土技術開
発賞の受賞実績（最優秀賞、
優秀賞、特別賞）
※技術提案評価型（S型）非
WTO工事のうち、段階的選
抜方式を実施する工事を対象

局長表彰（同一事業部門限定）または、国土交通省インフラDX
大賞大臣賞（同一事業部門限定）
※または、過去３年度の国土技術開発賞の受賞実績（最優秀
賞、優秀賞、特別賞）
※技術提案評価型（S型）非WTO工事のうち、段階的選抜方式
を実施する工事を対象

・「優良工事表彰」、「i-Con奨励賞」及び｢インフラDX大賞｣は、同一事業部門での
加点評価とする。（開発局発注工事の各表彰受賞歴における同一事業部門。ただし営
繕・電気・機械については工事区分）
・「優良工事表彰」、「i-Con奨励賞」及び｢インフラDX大賞｣の同一事業部門におけ
る重複加点は不可。
・「部長表彰」は、表彰を受けた開発建設部で発注する工事のみで加点評価対象とす
る。
・舗装工事については、同一事業部門の舗装工事での表彰のみを加点対象とする。
・ＪＶの場合は、平均を算出した点数を加点評価とする。
・「工事成績優秀企業」は、重複加点が可能。
　例１）単体（持ち点が局長2点、成績優秀0.5点＝2.5点加点
　例２）単体（持ち点が局長２点、インフラＤＸ大賞優秀賞１点、奨励賞0.5点、成績
優秀0.5点＝２点（「優良工事表彰」、「i-Con奨励賞」及び｢インフラDX大賞｣の大
きい評価を採用）＋0.5点（成績優秀）＝2.5点
　例３）ＪＶ（持ち点がＡ者：局長2点・成績優秀0.5点、Ｂ者：部長1点、Ｃ者：部
長1点・成績優秀0.5点
　　　　＝表彰(2+1+1)/3者＝1.333＝1.3（少数第2位切捨）
　　　　＝成績優秀(0.5+0+0.5)/3者＝0.333＝0.3（少数第2位切捨）　よって、
表彰1.3+成績優秀0.3＝1.6点加点

①関連分野での技術開発実績（NETISへの登録）ありと②有用
な新技術の当該工事への適用が同技術

作業船保有状況

0.5未満

20％以上50％未満

自社保有または50%
以上

0.5以上

0.7未満

新造船
の場合

上記以外

上記以外

ー

1.0以上

必須

段
階
的
選
抜

段
階
的
選
抜
後

段
階
的
選
抜

選択

段
階
的
選
抜

必須

必須

港
湾・
漁港
工事
で選
択

20％未満

環境性
能の高
い作業
船の場

合

どちらか高い配点の基準を採用し、重複した評価はしない。

環境性能の高い作業船の評価
・作業船建造時に設置された原動機もしくは建造時に設置された原動機を撤去して代
替えとして設置された原動機すべてが、環境性能を達成している場合に加点評価す
る。加点期間は原動機製造後（新品取替）15年、中古船については建造後15年を標
準とする。

作業船の新造船の評価
・新造船の評価は、平成22年7月以降に自ら新造し、かつ作業船の財産を保有すると
ともに、環境性能を達成している場合に加点評価する。加点期間は新造後15年とす
る。

上記評価の加点期間については、入札説明書に記載の工期末までを満足するものとす
る。

79点以上80点未満

78点以上79点未満

77点以上78点未満

76点以上77点未満

75点以上76点未満

74点以上75点未満

73点以上74点未満

72点以上73点未満

（例）道内本店

開発建設部長表彰（同一事業部門限定）または、国土交通省イ
ンフラDX大賞優秀賞（同一事業部門限定）

工事成績優秀企業認定（上記との重複加点可）

ー ー

82点以上83点未満

81点以上82点未満

80点以上81点未満

72点未満

北海道開発局i-Con奨励賞（同一事業部門限定）

79点以上80点未満

78点以上79点未満

77点以上78点未満

76点以上77点未満

75点以上76点未満

74点以上75点未満

73点以上74点未満

72点以上73点未満

技

術

者

過去１０年度の北海道開発局
発注工事の監理（主任）技術
者、特例監理技術者又は現場
代理人としての成績
（当該工事と同じ工事区分の
任意の１工事）

その他

技能者の元請比率
元請比率=(元請の配置予定技能者数＋子会
社の配置予定技能者数)／全配置予定技能者
数

ー

工事区分が｢一般土木｣について、当該工事区間または箇所が年
間維持除雪工事の区間内にある場合、その年間維持除雪工事
（工事区分｢維持｣）の施工実績が５年以上

その他

港
湾・
漁港
工事
で選
択

ー

過去10年度の近隣地域(開発
建設部内)での施工実績

あり

・件数・地域細分（事務所管内）等による設定変更可 選択 ー

その他

工事に使用する作業船のうち、いずれかの
作業船の保有状況を確認。
保有比率または保険支払比率による評価を
行う。

・作業船を使用する港湾、漁港工事で原則選択
・対象となる作業船は工事内容に応じ工事毎に選定する。
・ＪＶの場合は構成員のいずれかが保有していれば加点対象とする。
・複数の作業船を保有していても重複加点は行わない。

環境性能の高い作業船の評価
    または
作業船の新造船の評価

舗装
工事
で選
択

企

業

（

地

域

）

本支店、営業所の所在地

0.7以上

過去15年度の同種工事の実
績
同種性・立場

より同種性の高い工事において、監理（主任）技術者、特例監
理技術者又は現場代理人として従事

・国土交通省直轄工事においては工事成績評定点が６５点未満の工事は対象外とす
る。
・「海外インフラプロジェクト技術者認定・表彰制度」により認定された実績につい
ても評価対象とする。

必須

ーー

ー

ー ー

・漁港工事で選択
・評価対象は、施工環境監理者を配置する工事のみとする
・施工環境監理者を専任で配置する場合のみ評価する

漁港
工事
で選
択

ー

81点以上82点未満

80点以上81点未満

72点未満

局長表彰（同一事業部門限定）※または、高度なマネジメント
の経験（事業促進PPP、PM／CM、技術協力業務（ECI））
※技術提案評価型（S型）非WTO工事のうち、段階的選抜方式
を実施する工事を対象

・同一事業部門での加点評価とする。（開発局発注工事の優良工事等表彰受賞歴にお
ける同一事業部門。ただし営繕・電気・機械については工事区分）
・「局長表彰を1回以上で3.0点」「部長表彰を1回以上で1.5点」とし、重複加点は
行わない。
・「部長表彰」は、表彰を受けた開発建設部で発注する工事のみで加点評価対象とす
る。
・舗装工事については同一事業部門の舗装工事（工事区分｢舗装｣）による表彰のみを
評価の対象とする。
・優良工事表彰の加点において、入札公告時点で参加企業に３年間在籍していない者
については、加点しない。なお、在籍期間は連続していなければならない。また、資
本経営が同じ親会社・子会社間の移籍においても加点しない。
・海外認定・表彰制度により表彰された海外実績は、北海道開発局の優良工事表彰等
と同様に評価すること。「海外インフラプロジェクト優秀技術者 国土交通大臣賞」に
ついては局長表彰相当、「海外インフラプロジェクト優秀技術者 国土交通大臣奨励
賞」については部長表彰相当とする。

より同種性の高い工事において、監理技術者補佐又は担当技術
者として従事、又は同種性が認められる工事において、監理
（主任）技術者、特例監理技術者又は現場代理人として従事

同種性が認められる工事において、監理技術者補佐又は担当技
術者として従事

ー

１級土木経験年数５年未満

・実績無しは加点しない。
・配置予定技術者に当該工事と同じ工事区分の任意の１工事の工事実績の提出を求
め、評価する。
※ただし、当該工事が道路部門であり、かつ工事区分が｢一般土木｣の場合は、年間維
持除雪工事（工事区分｢維持｣）の工事成績も評価対象とする。
※ただし、当該工事が道路部門であり、かつ工事区分が｢舗装｣については、年間舗装
維持工事（工事区分｢維持｣）の工事成績も評価対象とする。

必須

施工環境監理者の資格

過去4年度の北海道開発局長
優良工事表彰等の有無※また
は、高度なマネジメントの経
験（事業促進PPP、PM／
CM、技術協力業務）
※技術提案評価型（S型）非
WTO工事のうち、段階的選
抜方式を実施する工事を対象

必須

施工上の課題に対する考え方等

施工計画
施工計画が適切に記載されている

・可・不可の判定とする。 必須

水産工学技士を有している

上記以外

・配置予定技術者の過去の同種工事の実績・経験を踏まえた当
該工事での留意事項等について評価
・３～５段階で評価する。

技術士（水産土木）を有している

主任(監理)技術者の資格

技術士を有している又は１級土木経験年数５年以上
※２級が参加資格の場合は経験年数を省く
　工種区分に応じて資格を追加する

・競争参加資格により設定変更可（競争参加資格が2級なら段階を増やし、1級資格に
も点数を与える等）
・「技術士　1点」、「1級土木5年　1点」、「重複加点有りで2点」と設定すること
も可能とする。

選択

指定団体の一定数以上の認定あり

施工計画が不適切である

施工上の課題に対し、効果が期待できる

不適切ではないが、一般的事項のみの記載となっている

技術提案が不適切である

技術提案（段階的選抜時）

高い効果が期待できる

・工事内容に応じて項目を設定
・採否の通知において、評価した項目・評価しない項目・実施不可の項目を通知す
る。評価しない項目についても履行義務を課す。
・３～５段階評価とし、最低限と評価したものは加点しない。
・1テーマ当たりの提案項目数は５項目までとし、重要とするものから記述する。
・記述量は１テーマにつきA4･１～２枚程度を原則とし、文字数･ポイント数で制限す
る。

ー ー

技術提案（段階的選抜後）

一定の監理能力が期待できる

上記以外

ー ー

ー

ー ー ー

必須

効果が期待できる

必須

選択

施工計画の説明が不適切である

ー

ー ー

ー ー ー ー ー

必須

ー

70.0ー ー

段
階
的
選
抜
後

70.0

ーー

ー ー

段
階
的
選
抜
後

0-25 ー選択

ー

ー

ー

ー ー 選択

30.0
(6点

×5提
案)

ー

ー ー

ーー

・技術提案に乗じる 選択 ー ー ー

・段階的選抜後にヒアリングを実施し、技術者の同種工事実績に乗じる

ー

ー ー

配

点

合

計

段階的選抜後（特定時）

段階的選抜時

合計

技術提案等

技術者

企業（地域）

企業

企業

企業（地域）

技術者

技術提案等

合計

指名停止

・減点対象有資格者一覧は工事管理課にて作成し、イントラネットに掲載する。
※技術提案評価型は「段階選抜後」に減点

必須

提案を十分に理解している

ヒ

ア

リ

ン

グ

技術提案に対する理解度

監理能力

主要機械の元請比率

・舗装工事で原則選択、但しICT活用工事で発注する場合は対象外
・子会社とは元請と連結決算を行っている会社をいい、１次下請に限る
・長期リースとは３年以上の契約とする
・主要機械とは、Ａｓフィニッシャ、マカダムローラ、タイヤローラ、振動ローラ、
モーターグレーダ、路面ヒータに限る

元請比率=（元請が保有している配置予定
主要機械数＋子会社が保有している配置予
定主要機械数＋元請が長期リースしている
配置予定主要機械数）／全配置予定主要機
械数

修補請求（低入札工事であった場合は下段の点数）

施工計画の説明が適切である
・不可の場合失格 選択

十分な監理能力が確認できる

文書注意

口頭注意

上記以外

施工計画

提案を理解している

一般的事項のみの記載となっている

高い効果が期待できる

施工上の課題に対し、最も優位な効果が期待できる

施工上の課題に対し、優位な効果が期待できる

賃上げを実施する企業に対する加点措置

賃上げの実施を表明した企業等を評価する。
（対前年度または前年比で、従業員に右記を表明している場
合）
　※技術提案評価型は「段階選抜後」に加点

減

点

項

目

賃上げを実施しなかった企業に対する減点措置
※技術提案評価型は「段階選抜後」に減点

技術提案等

ー

35-
60

ー効果が期待できる

一般的事項のみの記載となっている

技術提案 必須 ー ー ー

ー ー ー

ー

ワーク・ライフ・バランス WLB認定を受けていること

直近の措置

ーーNETIS登録技術の活用
・新技術活用の原則義務化対象部門は除く
・①と②で重複加点はしないが、①と②が同技術である場合は重複加点する。
・ＩＣＴの活用との重複加点はしない。

①関連分野での技術開発実績（NETISへの登録）あり

②有用な新技術の当該工事への適用

なし

選択 ー ー ー

ー
舗装施工管理技術者（日本道
路建設業協会認定資格）の配
置

1級×1＋2級×0.5 ー ー

1.0未満

ー

ー ー


